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藤
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法
律
生
活
に
於
て
外
観
が
賞
在
と
甑
慨
し
て
ゐ
る
場
合
に
、
そ
の
外
観
を
信
ず
る
者
が
あ
る
と
き
、
異
質
の
権
利
者
と
外
観
を
信
頼

し
た
第
三
者
と
、
そ
の
何
れ
を
保
護
す
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
。
純
粋
な
論
理
の
問
題
と
し
て
は
員
の
権
利
者
を
保
護
す
べ
き
で
も
あ

ら
う
が
、
法
律
秩
序
は
寧
な
る
論
理
現
象
で
は
な
く
健
全
な
生
活
闘
係
と
取
引
開
係
の
規
律
手
段
で
あ
る
。

近
代
法
は
モ
リ

y
・
ウ
ェ
ル
ス
パ
ヅ
ヒ
ア
の
云
ふ
よ
う
に
、
取
引
闘
係
の
「
背
後
の
原
因
に
遡
っ
て
問
ふ
こ
と
が
今
日
の
法
律
生
活

と
結
合
し
難
い
が
故
に
、
そ
れ
を
意
識
的
に
無
観
し
よ
う
と
す

50
今
日
の
法
律
生
活
に
於
て
、
特
に
取
引
量
が
増
大
し
そ
の
機
構

が
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
に
、
於
て
は
向
更
、
法
的
に
意
義
の
あ
る
行
震
の
す
べ
て
の
前
提
、
卸
ち
取
引
が
自
ら
の
欲
す
る
数
果
を

生
ず
る
た
め
の
す
べ
て
の
要
件
を
、
審
査
す
る
よ
う
に
つ
と
め
る
こ
と
を
取
引
を
な
す
者
に
課
し
得
べ
く
も
な
い
。
取
引
に
於
て
は
、



てっと

考
ぽ
理法ンイ

Z
F

ャシツ

億
山
ず
す
る
に
足
る
よ
う
な
相
嘗
嘗
‘
な
な
外
川
観
観
に
に
竺
-
一
一
雇
臆
信
頼
す
る

も
あ
ら
う
と
は
し
な
J

げ
ロ
山
ロ
〕
と
さ
え
も
言
へ
る
。
か
く
て
始
め
て
取
引
の
圃
滑
と
迅
速
は
期
し
得
ら
れ
る
。
加
う
る
に
、
現
代
の
経
由
開
取

引
は
慶
汎
な
範
圏
に
亘
っ
て
相
互
に
緊
密
な
結
合
を
な
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
)
或
る
責
買
が
他
の
寅
買
に
、
或
は
叉
手
形
関
係
に
と
、
或

る
行
震
の
存
在
を
前
提
と
し
て
更
に
多
く
の
法
律
関
係
が
そ
の
上
に
重
畳
す
る
よ
う
な
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
中

の
一
つ
の
行
錯
が
無
数
で
あ
る
こ
と
に
よ
h

ツ
他
の
後
行
行
矯
が
す
べ
て
無
数
と
な
る
も
の
と
す
れ
ば
、
前
者
を
信
頼
し
て
積
重
ね
ら
れ

て
き
た
経
済
取
引
開
係
の
緊
密
な
結
合
に
破
綻
を
生
ず
る
こ
と
と
な
り
、
重
大
な
結
果
を
生
む
に
い
た
る
。
従
っ
て
、
隠
秘
な
異
相
よ

り
も
信
ず
る
に
足
る
よ
う
な
相
嘗
な
外
観
を
優
越
せ
し
め
る
こ
と
は
法
律
生
活
の
合
目
的
牲
と
衡
乎
と
を
全
う
す
る
と
い
ふ
重
要
な
意
一

義
が
あ
る
。
認
に
於
て
今
日
私
法
は
民
商
法
の
各
所
に
於
て
、
意
思
表
示
・
代
理
・
時
数
や
不
動
産
・
動
産
・
債
構
・
有
償
費
穿
等
の

諸
取
引
に
つ
き
、
所
謂
取
引
の
安
全
の
た
め
、
外
観
が
翼
賓
と
異
る
場
合
に
一
相
手
方
の
信
頼
を
保
護
す
る
幾
多
の
規
範
を
定
立
し
て
ゐ

る。
商
取
引
に
於
て
、
取
引
者
1
1
1
企
業
者
及
一
般
公
衆
を
も
含
め
て
1
1
1
は
法
律
閥
係
の
形
成
に
つ
き
、
所
謂
取
引
の
安
全
の
必
要
か

ら
、
そ
の
相
手
方
な
る
企
業
者
に
種
々
の
制
度
を
要
求
す
る
。
即
ち
、
瀦
業
代
理
人
叉
は
舎
一
舵
の
代
表
機
闘
の
樺
限
に
闘
す
る
規
定
は

か
L

る
要
求
の
護
現
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
更
に
企
業
者
に
闘
す
る
重
要
な
事
貰
を
商
業
登
記
に
よ
っ
て
公
示
す
る
制
度
を
形
成

せ
L
め
、
進
ん
で
外
観
が
翼
賓
と
異
る
場
合
に
も
、
そ
の
善
意
の
信
頼
を
保
護
す
み
理
論
・
制
度
の
進
展
を
促
す
も
の
で
あ
一
句
沓
商

法
に
於
だ
べ
支
配
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
樫
限
及
び
選
任
叉
は
終
任
の
登
記
に
闘
す
る
規
定
だ
け
は
あ
っ
た
が
(
醤
商
一
ニ

O
傑
・
三

O

傑
ノ
ニ
・
三
一
保
川
支
配
人
で
は
な
い
商
業
使
用
人
で
支
屈
長
そ
の
他
管
業
所
の
首
長
た
る
名
稽
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
規
定
が

な
か
っ
た
。
然
る
に
、
J

か
t

ふ
る
者
は
異
質
は
支
配
人
之
し
て
の
樺
限
を
有
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
外
部
か
ら
は
恰
七
支
配
人
た
る
が
く

J

I

認
め
ら
"
れ
る
が
故
拡
什
支
配

A
た
る
こ
と
を
替
業
主
が
否
定
す
み
主
き
時
一
善
意
の
相
手
方
は
不
測
の
損
害
を
蒙
る
こ
と
之
な
る
。
ど

-31-
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と

c'  
?人

、

取
引
者
を
じ
で
克
配
人
の
外
観
へ
の
信
頼
を
保
護
す
る
こ
と
を
要
求
さ
せ
る
。
が
く
で
、
本
屈
叉
は
支
局
の
管
業
の
主
任
、
{

n
A
M
 
qo 

者
た
る
こ
と
を
示
す
名
稽
を
附
し
た
商
業
使
用
人
に
つ
き
、

」〆

の
こ
と
は
、

善
意
の
相
手
方
に
封
し
て
は
之
を
支
配
人
と
同
一
樺
限
あ
る
も
の

ι看
撒

論

す
商
法
第
四
十
二
傑
の
規
定
が
置
か
れ
、
所
謂
表
見
支
配
人
な
る
も
の
を
生
じ
た
。

商
法
第
四
十
二
僚
を
支
へ
る
法
理
論
は
、

一
般
に
は
英
法
上
の
所
謂
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
法
理
守
円
四

H
E
1
2
0同
g
g
H
u
u
o
C
で
あ

る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
立
法
委
員
で
あ
っ
た
松
本
博
士
は
下
穂
則
篤
の
改
正
案
が
「
第
三
者
の
利
益
保
護
、
一
般
の
取
引
の
安
全
保
障
:
・

:
:
:
の
趣
旨
に
基
い
て
英
法
の
所
謂
エ
ス
ト
ヅ
ベ
ル
の
原
則
の
適
用
と
も
観
ら
れ
得
ベ
き
新
規
定
L

と
し
て
設
け
た
も
の
の
一

つ
が
、
商
法
第
四
十
二
僚
で
あ
る
と
述
べ
て
居
ら
れ
一
句
本
篠
(
改
正
要
綱
乃
至
法
案
を
合
め
て
)
に
つ
い
て
も
、
専
ら
こ
の
見
地
か

ら
他
の
撃
者
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
一
勺
併
し
乍
ら
私
は
本
僚
の
理
論
的
根
接
を
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
(
容
の
耳
目

R
E
E一宮。
i

イ
お
に
求
め
た
い
と
思
ふ
。
右
の
規
定
は
前
述
の
や
う
に
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
原
則
の
適
用
と
し
て
す
で
に
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
ゐ

乍
ら
、

レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
に
よ
る
蛇
足
を
つ
け
加
へ
一
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
併
し

ド
イ
ヲ
法
系
に
属
す
る
わ
が
商
法
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

る
と
-
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
法
一
理
を
適
用
す
る
よ
り
も
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理

に
よ
る
方
が
一
一
層
遁
嘗
と
思
は
れ
る
。
更
に
こ
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
樫
系
的
に
未
完
成
で
あ
っ
て
、
園
田
系
的
に
完
成
さ
れ
る
を

要
し
、
そ
れ
に
は
自
明
の
事
柄
を
も
レ

U
L
Y
V
ャ
イ
ン
思
想
の
型
の
中
に
包
む
こ
と
を
麗
賭
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

レ
ヒ
吋
ノ
シ
ャ

イ
ン
法
理
の
個
々
的
適
用
を
論
ず
る
こ
と
は
こ
の
法
理
の
韓
系
化
の
た
め
で
あ
り
、
樫
系
化
は
こ
の
適
用
に
科
撃
性
を
輿
へ
る
所
以
で

あ
る
。
今
日
、
解
樺
技
術
と
し
て
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
公
信
の
原
則
乃
至
表
示
主
義
の
名
の
下
に
ド
イ

γ
以
外
の
大
陸
法
系
の

民
法
商
法
の
分
野
に
於
て
も
取
上
げ
ら
川
ν

我
固
で
も
之
に
つ
い
て
幾
多
の
研
究
が
な
さ
れ
、
有
償
謹
券
法
の
範
園
に
止
ま
ら
ず
商
法

一
般
に
於
け
る
こ
の
法
理
の
重
要
芋
も
一
認
め
ら
れ
て
き
た
。
併
し
乍
ら
、
個
々
の
事
例
へ
の
買
誼
的
な
適
用
の
問
題
と
し
て
は
、
殊
に

有
債
詮
券
法
以
外
の
商
法
の
領
域
同
局
し
て
は
、
従
来
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
僅
か
に
す
ぎ
な
げ
日
取
引
規
模
の
損
大
は



ぬ弘 、

管
業
補
助
者
、
就
中
支
配
人
制
度
の
重
要
性
、
従
っ
て
叉
、
そ
の
公
一
示
及
び
支
配
擢
の
劃
一
H

佑
の
必
要
性
を
増
大
す
る
が
、
反
面
に
は

登
記
〈
商
四
O
練
〉
を
怠
り
或
は
支
配
擢
の
劃
d

一
性
而
商
三
八
係
三
項
)
を
軽
視
す
る
者
も
出
て
、

異
相
と
外
観
と
が
距
離
す
る
機
舎
を

多
く
生
ぜ
し
め
る
。
商
法
に
於
け
る
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
中
で
代
表
的
な
一
事
例
と
し
て
重
要
と
考
へ
ら
れ
る
こ
の
支
配
人
の
問
題
を

就
中
商
法
第
四
十
二
傑
に
闘
す
る
諸
問
題
の
解
明
と
し
て
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
展
開
す
る
の
が
本
稿
の
意
圃
で
あ

と
り
あ
げ
、

る。
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
、
法
律
生
活
に
於
て
外
観
が
質
在
と
相
異
る
場
合
に
、
苛
も
法
的
信
揮
官
性
あ
る
そ
の
外
離
を
信
頼
す
る
者

は
、
か
L
る
信
頼
保
護
に
よ
り
不
利
盆
を
蒙
る
者
が
そ
の
外
観
の
存
在
に
少
く
と
も
原
因
を
興
へ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
信
頼

は
保
護
さ
れ
る
と
い
ふ
理
論
で
あ
る
。
支
配
人
の
賓
質
の
な
い
者
に
支
配
人
た
る
外
観
が
存
在
し
、
管
業
主
に
よ
っ
て
少
く
と
も
そ
の

原
因
を
輿
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
者
の
行
局
の
数
果
が
そ
の
外
離
を
信
頼
し
て
取
引
し
た
者
と
の
関
係
に
於
て
そ
の
者

が
支
配
人
で
あ
っ
た
と
し
た
場
合
と
同
様
に
取
扱
は
れ
る
と
き
、
そ
の
者
を
慶
い
意
味
で
表
見
支
配
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ゃ
う
。
所

で
、
商
法
第
四
十
ニ
僚
は
商
取
引
に
於
け
る
迅
速
・
大
量
・
反
覆
等
の
要
求
を
充
た
し
乍
ら
そ
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
民
法
の
表
見
代
理
を
商
法
的
に
鍵
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
支
配
人
に
闘
し
て
は
貰
在

<4;.<ヒツシャイン法理について

と
外
観
と
の
組
離
は
商
業
登
記
の
場
合
に
も
生
ず
る
。
卸
ち
、
登
記
が
形
式
的
に
表
現
す
る
所
を
賓
質
的
に
裏
づ
け
る
異
質
が
不
存
在

の
場
合
、
例
へ
ば
支
配
人
で
な
い
者
を
支
配
人
と
し
て
登
記
し
或
は
登
記
し
た
支
配
人
の
終
任
を
登
記
し
て
ゐ
な
い
場
合
に
も
そ
の
登

記
の
外
観
へ
の
信
，
頼
は
保
護
さ
れ
る
(
商
一
四
篠
・
一
二
篠
〉
。
従
っ
て
商
法
第
四
十
二
僚
は
一
般
に
表
見
支
配
人
に
闘
す
る
規
定
と
云

は
れ
て
ゐ
る
が
、
表
見
支
配
人
の
一
種
の
場
合
の
規
定
に
す
ぎ
な
い
。
4

そ
の
意
味
で
は
表
見
支
配
人
の
問
題
は
専
ら
民
法
の
表
見
代
理

の
規
定
の
費
容
た
る
本
僚
の
ほ
か
A

商
業
登
記
の
規
定
と
の
闘
係
か
ら
の
考
察
を
必
要
ど
し
、
雨
者
が
相
倹
っ
て
始
め
て
、
充
分
な
把
ド。。

握
を
な

L
得
る
も
の
で
あ
る
]
'
即
ち
?
支
配
人
の
管
業
活
動
を
外
部
か
ら
取
引
者
が
認
識
す
る
基
礎
と
な
る
事
賓
は
、
こ
れ
を
こ
乃
に
「



大
別
し
う
る
。
一
は
支
記
入
登
記
で
あ
り
、
他
は
支
配
久
登
記
な
き
支
配
人
の
外
離
で
あ
る
。
雨
者
は
等
し
く
支
配
人
の
管
業
活
動
の

-34-

論

基
礎
を
表
現
す
る
外
部
的
事
貰
で
あ
る
が
、
前
者
は
法
技
術
的
に
表
現
す
る
公
示
形
式
で
あ
り
、
後
者
は
法
律
生
活
に
於
て
技
工
を
加

へ
る
こ
と
な
く
示
さ
れ
る
自
然
的
な
も
の
で
あ
い
勺
従
っ
て
、
そ
の
明
確
性
・
客
観
的
信
濃
性
に
於
て
商
業
登
記
は
遥
か
に
優
れ
て
ゐ

る
。
法
が
こ
の
登
記
の
外
観
へ
の
信
頼
を
保
護
し
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
(
商
一
四
篠
V

然
る
に
、
迅
速
賢
汎
な
商
取
引
の
安
全
の
た
め

に
は
そ
れ
丈
で
は
足
ら
ず
、
取
引
者
は
そ
の
明
確
さ
・
客
観
的
信
懲
性
の
劣
る
後
者
の
外
観
へ
の
信
頼
を
も
保
護
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
。
支
配
擢
を
興
へ
ら
れ
て
な
い
の
に
支
配
人
の
外
観
が
存
在
す
る
場
合
、
こ
の
外
観
を
信
頼
し
た
者
を
保
護
す
る
た
め
の
一
般
的
制

度
は
民
法
の
表
見
代
理
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
や
う
に
こ
の
制
度
を
具
体
化
し
て
、
支
配
樺
を
輿
へ
て
ゐ
な
い
の
に
支
倍
長
そ
の
他
営

業
所
の
管
業
主
任
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
や
う
な
名
稿
を
使
用
人
に
興
へ
た
場
合
、
か
や
う
な
外
観
に
信
頼
し
た
者
を
保
護
す
る
た
め

に
商
法
に
特
別
の
規
定
が
置
か
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
か
く
て
、
登
記
公
告
の
利
用
の
み
が
首
事
者
の
唯
一
の
自
衛
策
で
は
な
く
な

っ
て
、
支
居
長
む
名
稽
を
有
す
る
商
業
使
用
人
と
取
引
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
支
配
人
登
記
の
有
無
に
注
意
す
る
必
要
が
な
く
な

る
。
即
ち
、
商
法
第
四
十
二
僚
は
、
支
配
人
登
記
を
離
れ
て
簡
便
に
取
引
の
安
全
を
保
護
す
る
機
能
を
営
み
、
登
記
公
告
の
意
義
を
減

少
さ
せ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。
之
を
要
す
る
に
、
支
配
樺
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
支
配
人
の
外
観
を
信
頼
し
た
者
を
保
護
す
る
た
め
、
法

は
従
来
支
配
人
登
記
の

ν
ヒ
y
シ
ャ
イ
ン
と
、
表
見
代
理
に
於
て
支
配
樺
を
授
興
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
云
は
ば
行
局
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ

ン
と
を
認
め
て
ゐ
た
/
が
、
更
に
進
ん
で
、
云
は
ば
支
配
人
の
名
稽
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
を
認
め
る
に
至
っ
た
所
に
、
商
法
第
四
十
ニ
俸

の
意
義
が
あ
る
と
考
へ
荷
山

民
法
上
の
代
理
構
は
そ
の
範
圏
が
法
定
さ
れ
ず
、
従
っ
て
、
具
僅
的
な
場
合
に
夫
々
異
っ
て
ゐ
る
の
で
、
代
理
行
震
が
代
理
樺
め
範

圏
内
な
る
こ
と
卸
ち
代
理
樺
が
存
在
す
る
と
の
外
観
を
枠
ふ
外
部
的
事
賞
も
亦
多
種
多
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
取
引
開
係
に
於

て
代
理
樺
が
存
在
す
る
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
得
る
や
う
な
も
の
か
否
か
は
、
取
引
の
通
念
に
従
ひ
、
而
も
個
別
的
に
定
め
ら
れ
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。
従
来
、
商
取
引
に
於
て
、
支
配
人
の
貫
質
が
な
い
者
が
営
業
主
任
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
や
う
な
名
稽
を
使
用
し
た
場

之

と

取

引

を

し

た

者

は

、

の

適

用

あ

る

場

合

の

外

救

漕

さ
れ
な
か
っ
切
一
山
而
も
代
理
樺
存
在
へ
の
信
頼
を
正
首
な
も
の
と
す
る
客
観
的
事
情
の
個
別
的
な
判
断
が
必
要
な
こ
と
時
ν

大
量
に
且

反
覆
継
起
さ
れ
迅
速
を
偉
ぶ
商
取
引
の
要
求
に
態
へ
得
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
取
引
者
を
し
て
、
か
、
ふ
る
場
合
に
は
取
引
通

念
に
よ
れ
ば
支
配
樺
が
存
在
す
る
と
の
外
観
を
枠
ふ
↓
定
の
外
部
的
事
賓
へ
の
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
、

合
に
も
、

民
法
の
表
見
代
理
の
規
定
(
民
一

O
九
篠
・
二

O
傑
・
一
一
一
一
傑
)

要
求
せ
し
め
る
。
所

で
、
支
配
人
の
代
理
樺
に
つ
い
て
は
、
そ
の
範
園
が
法
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
〈
商
三
八
篠
)
、
取
引
者
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
そ
の
代
理

樺
の
範
圏
で
は
な
く
て
、
代
理
人
の
名
稽
に
拘
ら
ず
支
配
樫
が
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
否
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
支
配
樫
が
輿
へ
ら
れ
て

ゐ
な
い
と
き
は
も
た
と
ひ
支
配
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
や
う
な
名
稿
を
代
理
人
が
用
ひ
て
居
っ
て
~
も
、
相
手
方
は
救
済
さ
れ
な
い
。
商

法
第
四
十
二
傑
は
こ
の
不
都
合
を
解
決
す
る
た
め
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
か
く
て
、
取
引
者
に
と
っ
て
は
、
代
理
人
が
そ

の
地
位
を
ど
の
や
う
に
し
て
表
示
し
て
ゐ
る
か
が
重
要
と
な
り
、
本
篠
の
規
定
す
る
外
観
、
即
ち
、
営
業
の
主
任
者
た
る
ζ

と
を
一
示
す

べ
き
名
稽
を
附
し
で
ゐ
る
し
ι
い
ふ
商
業
使
用
人
の
定
型
的
な
外
観
を
信
頼
す
れ
ば
、
一
般
的
な
民
法
の
表
見
代
理
の
場
合
に
、
あ
た
る
こ

と
を
問
題
に
し
な
く
て
も
よ
く
、
叉
、
外
観
の
客
観
的
信
濃
性
に
於
て
も
名
稽
の
方
が
勝
っ
て
ゐ
て
簡
易
明
確
で
あ
る
か
ら
‘
ぷ
り
安

1〆ヒツレャイン法，理について

査
に
慶
一
汎
迅
速
な
取
引
を
行
ひ
得
る
こ
と
と
な
る
。
換
弓
一
目
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
軍
に
名
稽
の
み
に
よ
る
支
配
火
の
一
外
観
が
、
取
引

通
念
に
よ
っ
て
一
般
に
承
認
さ
れ
た
商
慣
習
上
の
外
観
か
ら
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
強
力
な
信
濃
性
の
あ
る
外
観
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
れ
を
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
護
展
か
ら
見
る
時
、
商
法
第
四
十
二
傑
の
意
義
は
、
贋
く
表
見
代
理
制
度
に
於
て
、
法
が
個

別
的
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
か
ら
定
型
的
レ
ヒ
叩
ノ
シ
ャ
イ
ン
を
認
め
る
ま
で
に
進
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
黙
に
あ
る
と
も
い
へ
や
う
。

商
法
第
四
十
ニ
w慨
に
主
連
の
や
う
な
意
義
を
認
め
る
と
き
、
そ
の
要
件
は
ど
の
や
う
な
も
の
か
、
特
に
一
般
の
表
見
代
理
の
場
合
に

封
し
て
ど
の
程
度
巳
緩
和
乃
至
巌
格
化
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
マ
す
る
必
要
が
あ
あ
。
叉
-
支
配
人
制
度
は
民
法
の
代
理
制
度
を
替
業

-3/j"..... 

〉ト



土
の
関
係
に
於
て
襲
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
民
法
の
代
理
規
定
の
補
充
的
遁
用
を
猿
定
ず
る
J

も
の
で
あ
る
が
、

規
定
の
本
仰
に
封
す
る
補
充
的
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
も
特
に
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
従
来
殆
ん
ど
見
嘗
ら
な

JV
等
し
く
代
理
構
存
在

- 36ー

論

の
外
観
へ
の
信
頼
の
保
護
を
企
園
す
る
雨
者
は
、
そ
の
適
用
に
於
て
要
件
・
範
園
等
如
何
な
る
異
同
を
一
示
す
の
か
。
前
述
し
た
や
う
に

私
は
本
稿
に
於
て
右
の
諸
問
題
を
レ
ヒ
ヅ
シ
ャ
イ
ン
法
理
に
よ
り
解
明
し
た
い
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
ま
ず
レ
ヒ
村
ノ
シ

ャ
イ
ン
法
理
の
概
論
を
詰
み
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
法
理
を
私
が
如
何
に
理
解
し
で
ゐ
る
か
と
い
ふ
本
稿
の
理
論
的
前
提
を
明
ら
か
な
ら

じ
め
る
も
の
だ
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
進
出
と
共
に
、
之
と
沿
革
及
び
理
論
構
成
を
異
に
す
る
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
法
理
と
の

(
M
)
 

類
向
性
が
問
題
と
さ
れ
、
雨
者
は
相
互
接
近
乃
至
同
一
化
の
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
支
配
人
そ
の
他
の
商
業
代
理
人
の
規
定
は
英
米

法
・
フ
ラ
ン
ス
法
に
は
な
く
、
ド
イ
ヲ
法
系
諸
国
に
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
る
時
ν

わ
が
商
法
第
四
十
二
僚
と
同
類
の
規
定
は
ド
イ
ヲ
商

な
お
、
附
言
す
る
に
、

法
典
上
に
は
見
出
し
得
な
い
。
わ
が
園
で
同
僚
が
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
乃
至
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
で
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
う
こ
と
は
、

雨
法
理
の
類
同
性
乃
至
同
一
化
の
傾
向
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
雨
法
理
の
比
較
的
検
討
に
つ
き
部
分
的
な
類
似
を
指
摘

す
る
示
唆
的
見
解
も
あ
る
浦
ν

そ
れ
に
は
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
法
理
白
檀
の
充
分
な
理
解
が
先
決
問
題
な
わ
け
で
あ
り
、
現
在
の
私
と

L
て

は
、
こ
れ
を
他
日
の
補
完
に
期
す
る
ほ
か
は
な
い
。

(

1

)

 

富
-
巧
色
印
刷
》
剖
n
Z
F
U
g
〈
ゆ
三

5
5ロ
由
民
制

5
8
5
吋
三
宮
田
仲
卸
口
品
目

E
Z門
型
住
n
u
g
M
N
R
U
P
E
5・
明
日
ロ

E
E品
醤
・

(

2

)

 

。町一円目。目
σ
p

。σ叩ロ色白・

(

3

)

 

鈴
木
・
商
法
線
則
講
義
案
二
五
頁
。

ハ
4
〉

松
本
・
私
法
論
文
集
績
篇
三
二
五
頁
・
商
法
線
則
篇
の
改
正
に
就
て
。
尚
、
博
士
は
、
商
法
改
正
要
綱
解
説
で
は
(
同
論
文
集
所
枚
V

表
見

支
配
人
に
つ
い
て
ζ

の
こ
と
を
明
昔
一
目
さ
れ
て
居
ら
ず
、
そ
の
叙
述
に
よ
る
と
却
て
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
が
基
礎
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ



j 

、え
思
は
れ
る
が
(
同
四
二
頁
・
三
二
頁
〉
、
表
見
取
締
役
に
つ
き
「
乙
の
規
定
は
恰
も
民
法
一

O
九
傑
等
と
同
じ
く
英
法
の
エ
ス
ト
サ
ペ
ル
の
観
念

に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
云
々
」
(
同
一
一
八
頁
)
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
じ
、

同
僚
は
商
法
第
四
十
二
僚
と
向
趣
旨
で
あ
る
か
ら
(
田
中
耕
・
改

別
異
に
解
す
る
根
援
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
博
士
は
、
第
四
十
二
僚
の
解
説
で
、

支
配
人
で
は
な
い
が
、
支
后
一
切
の
行
務
を
魔
理
し
そ
の
営
業
に
一
闘
す
る
行
震
に
つ
い
て
は
代
理
植
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、

正
商
法
及
有
限
曾
祉
法
概
説
一
九
一
頁
〉
、

銀
行
の
支
庖
畏
は

支
庖
長
の
な
し
た

手
形
行
震
に
つ
き
銀
行
の
責
任
を
認
め
た
大
審
院
の
剣
例
(
大
一
三
・
三
・
一

0
・
民
ニ
・
民
集
一
二
袋
一
一
二
〉
を
指
摘
し
て
居
ら
れ
、

僚
の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
な
お
、
之
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

之
が
本

(

5

)

 

伊
津
・
表
示
行
潟
の
公
信
力
一

O
七
頁
以
下
、
特
に
一
四
三
頁
、
二
ハ
八

l
一
六
九
頁
。
小
町
谷
・
商
法
改
正
案
に
現
れ
た
る
禁
反
言
の
原

則
(
八
法
律
時
報
一
二
・
五
頁
〔
法
律
時
報
八
容
十
二
披
五
頁
の
略
、
雑
誌
に
つ
い
て
は
以
下
こ
の
様
式
の
略
記
に
よ
る
〕
)
。

(

6

)

 

m
R
V
S
R
v
a白
(lsgユ
白
色
-

M

V

江
口
N
q
)
に
つ
き
、
わ
が
国
で
は
「
権
利
外
相
慨
(
法
理
)
」
或
は
単
に
「
外
観
(
理
論
〉
」

と
い
う
懇
話

が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
が

m
西
原
・
日
本
商
法
論
昭
二
五
・
九
八
頁
、
納
富
・
手
形
法
に
於
け
る
基
本
理
論
三

O
七
頁
、
米
谷
・
商
法
概
論
I

品
商
業
法
昭
一
九
・
一
六
三
頁
等
)
、
叉
「
権
利
鍛
象
」
(
岡
川
・
私
法
に
於
け
る
岡
山

o
n
Z官
官
百
法
理
の
展
開
・
四
法
政
研
究
ラ
七
頁
)
、

「
権
利
仮
装
」
(
田
島
・
民
法
一
九
二
僚
の
研
究
五
一

O
頁
U
、
「
糟
利
表
見
」
(
石
田

-
E帽
の

2
8
8
の
理
論
及
澄
展
・
財
産
法
に
於
け
る
動
的

理
論
所
枚
・
一
七
五
頁
〉
、
「
槽
利
表
象
」
(
本
間
・
有
償
麓
券
の
流
通
性
・
法
拳
研
究
悶
悶
九
・
九

O
頁
)
、
「
法
律
舛
観
」
(
中
村
・
有
償
費
券
法

レヒツシャイン法理について

概
論
昭
二
四
・
五
六
頁
)
等
の
欝
語
も
あ
る
。

レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
は
正
確
に
云
へ
ば
権
利
の
み
な
ら
ず
法
律
扶
態
例
へ
ば
死
亡
の
外
観
と
し
て
も

容
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
権
利
」
外
観
と
云
ふ
の
も
正
確
で
は
な
い
。
併
し
、
評
語
の
正
否
乃
至
遁
否
は
そ
の
概
念
如
何
で
あ
り
w

叉
右

の
課
語
が
慶
義
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
概
念
を
含
め
て
云
っ
て
ゐ
る
か
は
定
め
難
い
。
。
。
唱
刊
『
刊
が

「
ゲ
ヴ
品
レ
」
と
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
よ
う

に
、
強
い
て
調
押
す
必
要
は
な
い
と
考
へ
る
の
で
、
な
る
べ
く
「
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
」
な
る
語
を
周
ひ
る
。

因
み
に
、
本
稿
で
は
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン

法
理
を
権
利
外
観
法
理
と
述
べ
る
場
合
も
あ
る
が
、
之
は
本
稿
に
引
用
し
た
原
著
が
用
ひ
て
ゐ
る
た
め
で
あ
る
。
叉
、
本
稿
で
は
、
レ
ヒ
ツ
シ
ャ

原
著
が
と
の
意
味
で
な
く
使
っ
て
居
つ

- 37ー

イ
ン
法
理
や
エ
ス
ト
ヲ
ベ
ル
法
理
に
よ
り
主
張
さ
れ
る
外
観
保
護
の
理
論
告
外
観
理
論
と
総
務
す
る
が
、

て
そ
れ

1" 
従
よミ

場
A 
聞

も
あ

，究

ι
y
 



， 

読

(
7〉

フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
ワ
ャ
・
ス
イ
メ
に
於
け
る
ζ

の
法
理
論
の
概
観
に
つ
い
て
は
喜
多
・
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
課
題
・
二
商
拳
討
究
三
t

・

七
九
頁
以
下
参
照
。

論

(

8

)

 

わ
が
園
に
於
け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
皐
設
を
見
る
と
、
一
鰻
系
的
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
形
成
に
大
一
き
な
影
響
を
輿
へ
て
屑
ら
れ
る

鳩
山
・
法
律
生
活
の
静
的
安
全
及
動
的
安
全
の
調
節
を
論
ず
(
穂
積
先
生
還
暦
祝
賀
論
文
集
所
枚
大
四
、

鳩
山
・
民
一
法
研
究
所
紋
大
一

の
は
、

一
)
と
石
田
・
恩
師
。
0
4
司
開
お
の
理
論
及
び
護
展
ハ
財
産
法
に
於
け
る
一
動
的
理
論
所
紋
昭
三
)
で
あ
る
。

昭
和
五
年
三
月
十
日
の
大
審
院
剣
決

は
、
民
法
第
百
九
傑
及
び
奮
商
一
法
第
六
十
六
篠
は
法
律
行
震
を
な
す
に
嘗
っ
て
、
自
己
が
責
任
を
負
携
す
る
か
の
よ
う
な
行
篤
や
そ
の
や
う
な
地

位
に
あ
る
か
の
や
う
な
表
示
を
な
し
た
者
は
、
そ
の
異
質
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
之
を
知
ら
な
い
者
に
劃
し
て
、
そ
の
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

外
観
一
理
論
が
私
法
を
支
配
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
劃
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
小
前
谷
教
授
は

之
を
禁
反
言
を
敢
然
と
認
め
た
も
の
と
評
論
さ
れ
た
が
(
剣
民
昭
和
五
年
度
九
七
事
件
)
、
他
方
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
飽
系
的
研
究
の
主
要

い
と
の
法
律
の
精
榊
に
基
く
規
定
で
あ
る
、
と
し
て
、

な
動
因
と
も
な
っ
て
ゐ
る
黙
も
見
逃
せ
な
い
。
本
格
的
な
外
観
理
論
の
先
駆
と
も
見
得
る
の
は
‘

動
産
の
善
意
取
得
の
法
律
様
、
成
を
外
観
理
論
と

レ
ヒ
Y
ャ
シ
イ
ン
法
湿
の
僅
系
化
を
員
向
か
ら
企

原
因
主
義
と
に
よ
っ
℃
試
み
ら
れ
た
田
島
順
・
民
法
一
九
二
篠
の
一
研
究
ハ
昭
八
)
で
あ
る
が
、

闘
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
岡
川
健
二
・
私
法
に
於
け
る
問
。

§
g
R
V包
ロ
法
理
の
展
開
〈
四
法
商
務
究
二
)
で
あ
る
。

之
は

ν
い
」
ツ
シ
ャ
イ
ン
穀
力
の
義
生
要
件
と
し
て
、
善
意
無
過
失
な
信
頼
・
善
意
の
客
観
的
基
礎
の
存
在
・
異
質
の
権
利
者
の
外
観
へ
の
輿
因
・

以
上
の
要
件
の
一
定
期
間
総
績
を
要
す
る
場
合
あ
る
こ
と
の
四
つ
を
あ
げ
、
動
産
の
即
時
取
得
・
意
思
表
示
・
時
数
・
表
克
代
理
・
償
横
闘
係
・

失
綜
宣
告
そ
れ
に
有
償
謹
券
制
度
を
封
象
と
し
て
、
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
の
遁
用
を
論
じ
て
居
ら
れ
る
。
同
民
・
表
示
の
公
信
力
(
法
商
研
究
二
)

は
従
来
の
意
思
表
示
の
表
示
主
義
が
意
思
表
示
の
本
質
論
と
政
策
論
と
を
混
河
し
て
ゐ
る
ζ

と
そ
指
摘
し
、
之
と
政
策
論
た
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン

法
理
と
の
相
違
を
強
調
し
た
も
の
の
ゃ
う
で
あ
り
、

そ
の
他
民
法
の
分
野
に
お
け
る
研
究
に
は
舟
橋
・
意
思
表
示
の
錯
誤
〈
九
大
十
周
年
記
念
法

事
論
文
集
所
政
昭
三
一
〉
、
安
田
・
債
纏
契
約
と
意
思
の
表
示
(
二
法
曹
禽
雑
誌
八

l
一
O
)
が
あ
る
。

手
形
外
観
解
縛
の
原
則
を
強
調
さ
れ
た
岡
野
樽
士
の
「
手
形
外
観
解
憩
の
原
則
を
論
じ
て
一
大
審
院
の
剣
決
に
及
ぶ
」

有
償
詮
努
に
闘
し
て
は
、

(
二
二
法
協
一
)
が
最
初
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

尤
も
、

乙
の
法
遡
を
意
識
さ
れ
た
の
で
な
く
解
線
上
自
然
に
観
念
さ
れ
て
ゐ
た
必
過
ぎ
な
い
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vヒツ三イャイン法理について

の
で
は
あ
ら
う
が
。
本
間
・
有
償
費
券
の
流
通
性
(
法
撃
研
究
悶
昭
九
)
主
山
尾
・
新
手
形
法
論
(
昭
一

O
)
は、

ャ
イ
ン
法
理
を
と
り
あ
げ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
前
者
は
ヤ
コ
ピ
の

ν
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
理
論
を
批
剣
し
、
有
償
鐙
券
に
於
て
外
観
を
重
観

す
る
の
は
流
通
性
と
支
挽
性
の
目
的
に
劇
到
す
る
手
段
で
あ
る
と
さ
れ
、
後
者
は
手
形
外
観
の
重
視
を
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
。
納
富
・
手
形
法
に
於
け

こ
の
領
域
に
於
て
レ
ヒ
ツ
シ

る
基
本
理
論
(
昭
一
五
〉
は
、
ド
イ
ツ
法
上
の
護
展
史
的
考
察
か
ら
権
利
外
観
法
理
と
原
因
主
義
の
原
則
を
解
明
し
、

制
限
・
善
意
取
得
等
の
原
則
を
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
商
法
撃
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
理
論
は
、
本
書
に
よ
り
、
先
づ
有
償
設
券

法
の
領
域
に
本
格
的
に
樹
立
さ
れ
た
と
云
へ
ょ
う
。
な
お
戦
後
に
お
い
て
は
中
村
・
有
償
讃
券
法
概
論
(
昭
二
四
)
、
河
本
・
有
償
麓
券
に
於
け

る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
(
二
神
戸
法
皐
雑
誌
四
)
が
護
表
さ
れ
て
ゐ
る
。

今
日
、
外
観
理
論
は
躍
に
手
形
法
小
切
手
法
の
領
域
に
限
ら
ず
商
法
全
分
野
に
於
て
重
要
な
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
は
ゐ
る
も
の
の
(
石
井
・
商

そ
れ
を
以
て
手
形
の
抗
措
問

法
上
昭
二
七
・
一
八
真
、

西
原
・
日
本
商
法
論
一
巻
昭
二
五
・
九
八
頁
、

商
法
典
の
領
域

米
谷
・
商
法
概
論

I
管
業
法
昭
一
九
・
一
六
三
頁
)
、

に
お
け
る
個
別
的
問
題
へ
の
寅
霊
的
適
用
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
極
め
て
僅
か
で
あ
る
。

伊
深
・
表
示
行
篤
の
公
借
カ
ハ
昭
一
一
)
は
、

禁
反
一
言
則
を
信
義
誠
貨
の
具
健
的
遁
用
例
と
し
て
把
握
さ
れ
、
之
を
商
法
上
の
代
理
・
保
険
・
曾
祉
の
諸
闘
係
と
流
通
暗
証
券
に
つ
き
丹
念
に
展
開

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
@

商
法
線
則
に
外
観
理
論
を
適
用
し
た
も
の
に
大
石
憲
一
・
外
観
理
論
の
護
展
と
展
開
1

1
特
に
商
法
線
別
に
つ
き
で
〈
東

商
法
典
の
領
域
に
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
本
格
的
に
展
開
き
れ
て
ゐ
る
の

京
商
大
盟
宇
都
民
宇
生
研
究
部
ヘ
ル
メ
ス
二
九
貌
昭
一
七
〉
が
あ
る
。

は
、
喜
多
・
商
業
登
記
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン

l
l商
訟
線
則
を
中
心
と
し
て
(
五
商
事
討
究
一
)
で
あ
る
。
之
は
、
信
頼
保
護
が
所
謂
登
記
の
公

信
力
の
問
題
と
し
て
解
穂
論
上
登
場
し
て
ゐ
る
わ
が
商
業
登
記
法
に
つ
き
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
以
て
全
面
的
に
貫
徹
さ
れ
ゃ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。ウ

ェ
ル
ス
パ
ッ
包
ア
は
、
善
意
は
一
定
の
外
部
的
事
貨
に
桝
到
す
る
信
頼
に
し
て
始
め
て
保
護
に
値
す
る
と
し
て
、

外
部
的
事
賞
を
資
記
簿
と
占
有
の
ご
つ
の
基
本
型
に
従
っ
て
二
群
陪
分
け
、
土
地
登
記
簿
・
枇
麗
登
記
簿
・
婚
姻
削
登
記
簿
・
夫
婦
財
産
登
記
簿
・

相
績
謹
書
及
び
遺
言
執
行
者
麓
書
等
の
や
う
に
立
法
叉
は
取
引
に
よ
力
作
ら
れ
た
技
工
的
な
外
部
的
事
寅
宗
管
阻
仲
間
町
宮
崎
恒
常

B
A『
え
げ
叩
白
骨
脳
出

t

am〉
と
も
謹
書
(
一
債
務
一
謹
書
e

譲
渡
謹
書
・
代
理
構
及
び
授
権
設
費
〉
一
そ
の
他
法
律
生
活
mw
中
に
↑
輿
ヘ
ー
ら
れ
た
ム
凶
然
的
な
一
外
部
的
事
貨

(ggh7

r、
Q 
¥J  

こ
の
善
意
を
正
賞
化
す
る
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論

t賢
官
官
、
可
6412g昆
普
段
V
ど
の
夫
々
、
J
M
m

ムマミ
ρ

ゐ
り
る
が
T

ハ
謁
豆
町
宮
町
z
n
p
a
R
0・tmv常
時
〉
、
善
意
傑

護
の
適
用
範
囲
を
技
工
的
な
所
謂
公
示
形
式
(
司
三
》
叩
印
刷
広
怒
号
吋
B
U
の
外
に
識
充
し
た
こ
と
に
彼
の
功
演
を
認
め
て
ゐ
る
の
は
ハ
ア
パ
ア
ト
・
7

イ
ア
で
あ
る
(
出
・
宮

3
3
0
8
2
E
N
E
S江
口

N
e
g
u
o
E
R
v
g
回
出
荷

2
回答。ロ問。
n
v
P
5
3・
ω・
8
E
5・
8
。

同
様
の
趣
旨
の
規
定
と
解
さ
れ
る
も
の
に
、
名
板
貸
主
の
責
任
に
闘
す
る
規
定
(
商
二
三
篠
〉
、
合
名
曾
一
位
・
合
資
曾
祉
の
自
稽
枇
員
・
自

(
凶
)稽

無
限
責
任
一
世
員
・
有
限
責
任
限
度
誤
認
惹
起
社
員
の
責
任
に
関
す
る
規
定
(
商
八
三
篠
・
一
五
九
篠
)
、

く
曾
祉
の
責
任
に
関
す
る
規
定
〈
商
二
六
二
練
〉
等
が
あ
る
。

所
謂
表
見
代
表
取
締
役
の
行
震
に
基

登
記
公
告
の
意
義
の
減
少
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
西
原
・
商
法
に
お
け
る
公
示
主
義
と
そ
の
反
省
(
一
四
民
商
三
・
ニ
ニ
ニ
頁
以
下
〉
参
照
。

(

U

)

 

嘗
て
支
配
檎
の
な
い
曾
枇
支
庖
長
・
銀
行
支
后
長
の
手
形
取
引
・
財
産
保
管
に
関
す
る
権
限
に
つ
き
争
が
あ
っ
た
。
剣
例
は
数
年
間
の
取
引

乃
至
保
管
し
て
き
た
事
寅
或
は
寅
験
法
則
を
根
擦
と
し
て
こ
の
権
限
を
認
定
し
た
(
大
剣
・
明
四

0
・
六
・
一
八
・
民
一
・
民
録
一
三
輯
六
七

六
、
同
・
大
一
三
・

τ
了
一

O
民
二
・
民
集
三
省
一
一
六
、

同
・
昭
こ
・
一
一
・
一
二
・
刑
三
・
評
論
一
七
巻
刑
六
)
。

叉
下
級
裁
剣
所
で
も
、

銀
行
品
商
業
部
長
・
逮
捕
地
の
銀
行
支
庖
長
・
曾
枇
本
屈
の
晶
画
業
主
任
の
手
形
取
引
乃
至
晶
画
業
に
闘
す
る
一
切
の
代
理
権
限
に
蹄
レ
、
同
様
の
根
接

か
ら
肯
定
し
た
(
東
京
地
休
暇
二
剣
・
明
四
三
年
例
一

O
O
八
披
・
新
聞
六
八
四
銃
二
三
一
、
大
阪
地
・
大
一
三
・
五
・
二
四
・
評
論
一
三
谷
商
三

九
七
、
東
京
地
・
大
二
・
三
・
2

二
・
評
論
二
巻
商
七
四
、

同
・
大
七
・
一
一
了
一
八
・
評
論
七
倉
荷
九
四
八
〉
。

商
法
第
四
十
二
僚
の
明
文
あ

る
に
於
て
は
、
之
等
を
よ
り
簡
単
に
肯
定
し
得
べ
く
、
更
に
銀
行
支
盾
長
の
手
形
取
引
権
限
を
否
定
し
た
剣
例
(
大
阪
地
決
・
明
三
四
年
納
一
二

貌
・
新
聞
四
四
鋭
こ

O
〉
の
場
合
に
於
て
も
、
之
等
権
限
を
認
め
得
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

表
見
代
理
に
於
て
は
支
配
人
の
場
合
と
異
り
代
理
人
な
る
こ
と
か
ら
そ
の
代
理
槽
の
範
画
が
賞
然
に
剣
明
す
る
も
の
で
な
く
、
首
該
代
理
権

(

ロ

)の
範
囲
に
つ
き
相
手
方
は
具
種
的
な
場
合
に
夫
々
審
査
す
る
を
憂
し
)
代
理
権
の
存
在
を
信
ず
る
の
が
尤
も
だ
と
思
は
れ
る
客
観
的
事
情
が
あ
っ

て
始
め
て
相
手
方
は
保
護
さ
れ
る
。
こ
の
客
観
的
事
情
に
は
買
貿
契
約
締
結
・
消
費
貸
借
及
び
携
保
設
定
・
不
動
産
資
記
等
に
闘
し
本
人
の
賞
印

の
使
用
乃
至
所
持
や
白
紙
委
任
放
の
提
示
等
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
(
大
剣
・
大
人
・
二
・
二
四
・
民
録
三
四
三
、
同
・
大
〈
・
八
・
七
・
民
集
一
戸

同
・
大
一
四
・
一
二
・
一
二
・
民
集
七
四
六
等
)
。
家
政
成
理
に
闘
し
て
は
賓
印
使
用
の

二
七
九
、
同
・
大
八
・
一
一
!
三
・
民
録
一
九
五
五
、

-40...，. 



てつ己理
合
法ンイヤ、νヅヒレ

可民
外
に
本
人
の
家
政
欣
態
も
到
断
さ
れ
ね
ば
注
ら
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
〈
大
剣
・
昭
九
・
一
-
-
一
三
・
民
集
二

O
七
三
〉
。

ハ
臼
)

商
法
第
四
十
二
傑
に
つ
き
て
特
に
論
じ
た
も
の
は
な
く
、
表
見
支
配
人
に
つ
い
て
、
松
本
・
支
庖
主
任
の
代
理
構
ハ
商
法
制
問
例
批
評
鍛
四
九
四

頁
〉
、
竹
田
・
亥
脂
主
任
者
の
代
理
構
ハ
一
論
議
一
U
、
西
本
・
支
底
支
配
人
の
代
理
機
(
一
三
三
日
法
皐
一
円
回
中
耕
・
銀
行
支
応
長
め
横
限
(
列

民
大
正
一
三
年
度
一
二
事
件
)
等
の
剣
例
批
評
が
あ
る
が
、
本
係
制
定
前
の
も
の
で
あ
る
。
民
法
の
表
見
代
理
の
規
定
と
本
僚
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
、
撃
説
剣
例
共
に
明
か
で
な
い
。

民
法
の
表
見
代
理
に
つ
き
論
じ
た
も
の
に
、
大
西
・
代
理
の
研
究
(
昭
三
)
、
鳩
山
・
法
律
行
策
及
時
数
(
大
一
一
)
・
民
法
一
一

O
僚
の
遁
用
範

囲
(
一
ニ
四
法
協
ニ
・
一

O
七
頁
〉
、
中
島
・
表
見
代
理
論
(
明
四
三

Y
花
岡
・
表
見
代
理
に
醐
聞
す
る
剣
例
的
研
究
〈
花
岡
遺
稿
論
文
集
所
収
昭
一

一二〉

-
E
Sヨ
主
げ
可

a
g
q
L己
我
民
法
表
見
代
理
(
土
方
税
賀
私
法
論
文
集
所
政
大
六
)
、
小
幡
倹
介
v
私
法
上
に
関
す
る
代
理
類
似
の
場
合

と
其
責
任
(
司
法
研
究
八
割
輯
昭
三
〉
等
が
あ
る
。
小
幡
氏
は
表
見
支
記
入
に
つ
い
て
も
一
臆
の
論
述
を
試
み
て
ゐ
る
。

〈
叫
〉
禁
反
言
則
の
法
的
設
展
は
外
観
法
理
へ
の
接
近
叉
は
外
観
法
理
化
に
至
る
と
す
る
設
も
あ
り
ハ
西
原
前
掃
一

O
O貰
註
五
〉
、
商
法
習
は
本

質
的
に
同
一
な
り
と
す
る
設
も
あ
る
(
米
谷
前
掲
一
六
三
頁
)
J

烏
賀
陽
等
・
商
法
改
正
案
を
許
す
ハ
三
四
論
議
ニ
・
一

O
五
頁
)
。

〈
時
〉

(
叩
山
)
ウ
ェ
ル

X
パ
ッ
ヒ
ア
は
、
ェ
ス
ト
ッ
ベ
ル
法
理
は
外
部
的
事
寅
代
の
信
頼
の
保
護
の
一
形
態
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
叉
フ
ウ
パ
ヂ
ト
・
ネ
エ

ン
デ
ュ
ル
ッ
プ
(
国

Z
Z
2
z
g
E
2匂
い
)
が
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
成
立
の
要
件
と
し
て
奉
げ
て
い
る
信
頼
者
の
債
値
演
は
財
貨
の
提
供
と
い
う
乙

と
も
ハ
喜
多
・
レ
ヒ
ッ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
構
成
・
現
代
法
皐
の
諮
問
題
所
枚
昭
二
七
・
七
九
頁
以
下
)
、
ェ
ス
ト
ッ
ペ
ル
法
理
の
成
立
要
件
と
し
て

一
般
に
牽
げ
ら
れ
て
い
る
被
表
示
者
の
損
害
削
ち
、
自
己
に
不
利
盆
な
地
位
へ
の
蝿
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
《
伊
漂
前
掲
七
五
頁
以
下
〉
を
別
の
表
現

で
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
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レ
ヒ
ツ
ジ
ヤ
2
q
y
法
理
の
概
要

論

一
近
代
資
本
主
義
経
持
制
度
の
興
隆
以
来
、

立
法
は
取
引
の
安
全
の
た
め
に
、

第
三
者
の
法
的
地
位
と
第
三
者
の
知
ら
な
い
叉

は
知
り
得
な
い
内
部
的
諸
要
因
と
の
索
連
を
切
断
し
、
‘
そ
こ
に
は
擢
利
及
び
法
律
関
係
の
外
部
的
形
象
を
第
三
者
の
た
め
の
基
準
と
し

よ
う
と
す
る
傾
向
が
盆
々
有
力
に
現
れ
て
き
て
ゐ
る
。
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
、
か
や
う
な
取
引
の
安
全
保
護
を
基
調
と
す
る
近
代

法
の
基
本
原
理
と
し
て
主
張
さ
れ
て
ゐ
ぞ

所
で
、
現
在
に
於
け
る
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
が
、

い
か
な
る
理
論
構
成
を
と
っ
て
、
取
引
の
安
全
保
護
に
資
し
て
ゐ
る
か
、
叉
い

か
な
る
法
率
的
根
擦
に
立
っ
て
そ
の
正
首
性
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
か
と
い
ふ
と
と
は
、
こ
の
法
理
の
護
生
及
び
形
成
の
過
程
を
跡
づ
け

よ
り
明
か
に
な
る
と
考
へ
る
。
従
っ
て
]
本
稿
で
は
先
づ
こ
の
法
理
に
闘
す
る
墜
読
の
護
展
を
辿
っ
て
見
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

レ
ヒ
ヅ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
閥
芽
と
見
ら
れ
る
も
の
は
前
世
紀
未
に
お
い
て
オ
ッ
ト
・
ベ
ェ
ア
の
契
約
理
論
等
に
既
に
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
の
法
理
の
概
念
及
び
適
用
範
園
が
ド
イ

γ
私
法
皐
の
課
題
と
な
っ
た
の
は
二
十
世
紀
の
初
め
で
あ
る
。

一
九
O
六
年
に
、
先
づ

ウ
ェ
ル
ス
パ
ッ
ヒ
ア
が
「
民
法
に
於
け
る
外
部
的
事
買
へ
の
信
頼
」
を
著
は
し
、
外
部
的
事
賓
が
ド
イ
ヲ
民
法
に
於
て
演
ず
る
重
要
な

役
割
高
叫
び
重
要
視
さ
れ
る
所
以
を
明
か
に
し
、
後
年
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
研
究
に
重
大
な
操
貼
と
暗
示
と
・
を
輿
へ
た
。
従
来
、
取
引
に

於
け
る
善
意
者
保
護
に
つ
い
て
、
善
意
は
何
故
保
護
に
値
す
る
の
か
叉
何
故
に
一
方
嘗
事
者
の
責
任
・
損
害
の
負
携
を
認
め
る
の
か
が

明
か
で
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ル
ス
・
パ
ッ
ヒ
ア
は
こ
の
理
由
を
、
善
意
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
っ
た
客
観
的
に
正
賞
と
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
外

部
的
事
賓
が
信
頼
に
基
礎
を
興
へ
て
ゐ
る
こ
と
に
求
め
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
占
有
者
に
占
有
者
と
し
て
の
法
的
な
力
・
法
的
構
限

(
5ー

の
y
g
o
v
o
旨
R
V
F
B岳
呂
の
宮
岡

o
E
mロ
山
田
)
を
認
め
、

そ
の
力
に
よ
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
所
有
擢
を
創
設
す
る
と
主
張
す
る
所

の
所
謂
慮
分
樺
限
設
(
宮
前
向
昨
日
自
己
目

o
g
p
g氏
。
)
は
、
異
質
の
獄
態
を
曲
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
占
有
者
の
レ
ギ
テ
イ
マ
チ
オ
ン
と



は
善
意
保
護
を
占
有
と
い
ふ
客
観
的
な
基
礎
に
結
合
せ
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
規
範
の
反
射
的
数
果
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、

イ
マ
チ
オ
ン
は
善
意
の
前
に
は
太
陽
に
照
さ
れ
た
バ
タ
ー
の
よ
う
に
消
え
失
せ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
一
句
蓋
し
、
萱
恩
占
有
者
に
よ
る
樺

利
取
得
の
根
擦
は
、
題
分
樺
限
設
が
一
考
へ
て
ゐ
る
や
う
に
譲
渡
人
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
譲
受
人J
そ
の
人
に
あ
り
、
取
得
者
の
信
頼
に

レ
ギ
テ

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
而
も
そ
の
信
頼
は
譲
渡
人
の
占
有
と
い
ふ
客
観
的
基
礎
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
保
護
さ
れ
る
-o

従
っ
て
、
彼

は
虜
分
槽
限
設
が
取
得
者
の
善
意
に
つ
い
て
考
慮
を
敏
い
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
、
に
止
ま
ら
ず
、
譲
渡
人
の
占
有
を
基
礎
と
す
る
善

意
が
権
利
取
得
の
根
接
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
併
し
、

一
方
彼
は
信
頼
の
基
礎
と
な
っ
た
外
部
的
事
賓
を
成
立
さ
せ
た
者
が
責

任
を
負
措
す
る
理
由
と
し
て
、
外
部
的
事
賓
の
成
立
に
封
す
る
助
成

Q
E
S
)
と
い
ふ
観
念
を
あ
げ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に

封
し
必
ず
し
も
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
全
樫
系
に
及
ん
だ
と
云
へ
な
い
ま
で
も
‘
従
来
の
個
別
的
な
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
効
力
を
超
え
で

由
時
汎
な
範
固
に
適
用
し
得
る
レ
ヒ
ヅ
シ
f

イ
ン
概
念
の
存
在
を
主
張
し
た
の
は
ハ
ア
パ
ア
ト
・
マ
イ
ア
で
あ
る
。
彼
は

「
占
有
及
び

登
記
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
認
識
し
得
る
樺
利
の
典
型
的
表
象
(
q
H
U
肢
の
F
O
開吋

R
Z
E自
宮
内
。
HBV
は
樺
利
推
定
の
基
礎
と
な
り
レ

非
樺
利
者

(
Z
W
V叶
σ
o
g
a
v
S件
。
)
か
ら
の
樺
利
取
得
の
認
め
ら
れ
る
の
は
構

ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ジ
を
生
ぜ
し
め
る
」
こ
と
を
強
調
し
、

利
者
が
「
レ
ヒ
ヲ
グ
ャ
イ
ン
に
よ
り
善
意
取
得
者
そ
の
人
に
賞
質
的
構
利
が
成
立
す
る
原
因
を
輿
へ
た
」
が
故
に
で
あ
る
之
説
く
。

彼

シャ 4ン法理について

は
所
謂
ハ
ン
ド
・
ワ
ア
レ
・
ハ
ン
ド
ハ
周
知
患
者
各
円
。
国
自
己
)

の
原
則
が
動
産
に
つ
き
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
裏
に
は
こ
の
原
因

主
義
(
〈

2
a旨
g
Eぬ凶
MMaR苦
)
な
る
思
想
が
あ
り
、
こ
の
原
因
主
義
は
、

相
封
的
正
義
の
貫
現
を
任
務
と
す
る
私
法
の
領
域
に
於

て
取
引
の
要
求
が
相
封
的
正
義
め
貫
現
を
活
漉
に
展
開
す
る
今
日
、
充
分
な
存
在
意
義
が
あ
る
と
す
る
。

併
し
乍
ら
、
ウ
子
ル
ス
パ
ッ
ヒ
ア
も
マ
イ
ア
も
、
グ
ヴ
ェ
レ
を
以
て
骨
子
を
す
る
中
世
ド
イ
ヲ
法
を
支
黙
と
し
℃
物
構
法
就
中
、
動

産
の
善
意
取
得
の
制
度
か
ら
出
費
し
て
ゐ
る
。
縫
っ
て
、
中
世
ド
イ
ヲ
法
の
ゲ
ヴ
ェ
レ
的
「
物
権
公
示
」
の
法
理
論
か
ら
生
み
出
さ
れ

~
た
彼
等
の
y
u之
原
シ
ャ
イ
J
V
M

法
理
右
、
意
思
蚕
訴
巴
去
、
る
細
入
意
思
自

v
原
則
一
を
骨
髄
と
す
る
ヘ
話
代
法
の
分
野
の
諸
問
題
の
解
決

日 48-
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一
九
O'
一
年
以
来
、
多
く
の
著
作
む
中
で
主
と
し
て
有
償
詮
券

法
に
於
け
る
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
展
開
に
努
力
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヤ
コ
ざ
は
、
個
人
意
思
自
治
と
い
ふ
近
代
私
法
の
思
想
の
法

彼
は
一
九
一

O
年
「
意
思
表
示
論
」
(
盟
。
同
，

y
g片山。

設 r

に
、
♂
そ
の
ま
L
適
用
す
る
こ
と
は
安
易
な
解
稗
論
に
陥
る
虞
民
あ
る
。

論

制
度
的
表
現
た
る
意
思
表
示
の
分
野
に
こ
の
法
理
の
理
論
的
構
成
を
試
み
た
。

。
。
吋
者
口

H
0
5
2
Eか
2
5
m
g
)
に
於
て
、
意
思
を
件
は
な
い
表
一
不
の
数
力
は
本
槽
な
き
占
有
と
同
様
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
数
力
な
る

旨
を
明
か
に
し
た
。

「
表
示
が
数
力
を
有
す
る
の
は
第
一
に
通
常
〔
表
示
者
の
数
果
意
思
存
在
の
〈
筆
者
註
)
〕
観
念
の
費
醒
(
〈

2
l

回件。ロロロ民的

0
3
5の
w
g
m
)
が
意
欲
さ
れ
た
が
放
で
あ
り
、

第
二
に
、

時
と
じ
て
そ
れ
が
意
欲
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
表
示
者
の

意
思
の
外
観
が
容
し
且
そ
れ
が
表
示
者
の
責
に
闘
す
べ
き
万
法
で
喚
起
さ
れ
そ
し
て
相
手
方
が
そ
れ
に
信
頼
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
一
定
範
園
に
於
て
数
力
を
有
す
る
し
と
彼
が
述
べ
る
所
に
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
構
成
が
見
ら
れ
る
。
客
観
的
基
礎
あ
る
信

頼
が
外
観
の
存
在
に
原
因
を
興
へ
た
者
の
負
携
に
於
て
保
護
さ
れ
る
と
い
ふ
基
本
的
構
成
は
今
日
に
於
て
も
安
首
で
あ
る
。
思
読
史
的

に
見
れ
ば
、
ヤ
コ
ビ
の
有
債
詮
券
法
に
闘
す
る
特
殊
研
究
に
封
し
て
、
彼
の
一
般
的
立
場
合
」
定
め
た
と
も
見
て
よ
い
こ
の
著
書
は
、
そ

の
標
題
が
示
す
所
の
「
意
思
表
一
部
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
」
と
い
ふ
一
箇
の
技
術
的
な
適
用
の
問
題
を
超
え
て
、
こ
の
法
理
の
確
乎
た
る

理
論
的
構
成
を
示
し
、
こ
の
法
理
を
「
全
ド
イ
ヲ
私
法
を
貫
く
基
本
原
理
」
と
し
て
登
場
ぜ
し
め
た
所
に
そ
の
意
義
が
あ
る
。

か
く
て
、

レ
ヒ

y
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
そ
の
理
論
的
形
成
の
様
々
な
過
程
を
経
て
、

一
方
に
於
て
は
、
善
意
取
得
理
論
に
関
す
る
慮
分

樺
限
説
の
行
き
す
ぎ
を
善
意
保
護
の
反
射
的
数
果
の
方
へ
と
修
正
す
る
と
共
に
善
意
の
保
護
慣
倍
を
客
観
的
基
礎
に
結
び
つ
け
、
他
方

に
於
て
は
、
信
頼
保
護
の
明
確
な
根
操
と
し
て
輿
因
あ
る
所
責
任
あ
り
と
い
ふ
原
則
を
加
へ
、
車
に
物
権
法
の
領
域
に
止
ま
る
こ
と
な

く
ド
イ
ヲ
私
法
杢
般
に
亘
る
基
本
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
引
の
安
全
に
資
す
る
近
代
法
の
原
理
と
し
て
の
形
を
整
へ
て
き
た
。

こ
の
や
う
に
、

レ
ヒ
ヅ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
そ
の
構
成
が
確
立
さ
れ
て
く
る
と
共
に
、
そ
の
適
用
領
域
も
漸
次
損
張
さ
れ
て
、
従
来
知

ら
れ
て
ゐ
た
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
個
々
の
数
力
を
超
え
て
レ
ヒ
吋
ノ
ジ
ャ
イ
ン
の
意
義
が
慶
汎
な
領
域
に
及
ぶ
や
う
に
な
っ
た
。

「
法
律

-44ー



実

イ

q 

生
活
に
於
け
る
貫
在
と
外
観
」

(
F
E
1
5
a
ω
σ
宮
宮
山
口
問
。
。
伊
丹
也
、
o
v
g
}
と
い
ふ
オ
γ
ト
・
フ
ィ
ジ
ア
の
演
題
に
は
、
正
に

ν
ヒ叩ノ

シ
ャ
イ
ン
法
理
の
普
遍
性
の
駅
前
の
意
圃
が
看
取
さ
れ
る
。
叉
更
に
、
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
に
関
す
る
在
来
の
諸
説
を
一
層
緊
密
化

-
し
瞳
系
化
し
、
こ
の
法
理
を
単
な
る
解
理
技
術
以
上
に
損
充
深
化
し
、
結
果
的
に
は
従
来
の
取
引
の
安
全
の
た
め
の
法
理
か
ら
庚
く
法

に
よ
る
枇
曾
生
活
の
安
全
の
た
め
の
一
般
理
論
的
性
格
を
帯
び
た
そ
れ
と
し
て
、
理
論
的
に
構
成
し
た
の
は
、
ネ
ェ
ン
デ
ュ
ル
ッ
プ
で

(
8
)
 

あ
り
、
そ
れ
を
支
持
補
強
し
た
と
見
ら
れ
る
の
が
グ
リ
ュ
ッ
ク
マ
ン
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、

こ
れ
等
の
撃
者
に
よ
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ

ン
概
念
の
膿
張
は
、
観
令
法
哲
皐
的
乃
至
法
史
率
的
研
究
方
法
で
解
韓
技
術
以
上
の
も
の
た
ら
し
め
る
目
的
で
な
さ
れ
た
に
し
て
も
、

マ
イ
ア
は
か
よ
う
な
謬
説
は
迂
路
を
通
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
信
用
を
な
く
す
る
だ
け
の
意
味
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
批
判
し
て
居
り
、
叉
シ
ュ

そ
れ
は
や
や
も
す
れ
ば
現
行
法
の
解
懇
論
を
軽
視
す
る
に
至
る
虞
が
な
い
と
は
云
へ
な
い
。

テ
イ
ン
ツ
イ
ン
グ
は
引
渡
叉
は
登
記
の
同
意
の
中
に
見
出
さ
れ
る
虜
分
者
自
ら
慮
分
権
を
有
す
る
と
の
公
示
(
問
自
民
ぬ
釦
ず
る
こ
そ
取

得
者
が
第
一
に
信
頼
し
叉
は
信
頼
し
得
べ
き
も
の
だ
と
述
べ
て
ゐ
一
勺
こ
れ
等
の
批
判
は
グ
リ
ュ
ッ
ク
マ
ン
の
槽
利
占
有
論
り
出
た
一

九
一
二
年
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
概
念
の
混
乱
を
避
け
こ
の
法
理
を
修
正
し
よ
う
と
の
意
聞
に
立
つ
も
の
と

解
さ
れ
る
。

ヒツシャイン法理について

其
後
レ
ヒ
ヲ
シ
ヤ
イ
ン
法
理
に
闘
し
解
樟
接
的
見
地
か
ら
の
検
討
含
積
極
的
に
加
へ
た
の
は
パ
ウ
ル
・
エ
ル
ト
マ
ン
で
あ
'
る
。
彼
は

一
九
コ

δ
年
に
そ
の
「
レ
ヒ
ヲ
シ
ヤ
イ
ン
法
理
の
本
義
」
ハ
の
円
ロ
ロ
含
伴
N
日
目
。
z
m
N
E
H
L
O宵
0
4
0
B
列
。
。
耳
目
。
伊

o
F
5
8
)
に
於

て
大
要
衣
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
思
憩
ぞ
れ
白
檀
は
今
や
多
く
の
事
者
の
認
め
る
所
で
現
在
之
を
否
定
す
る
者
、

も
殆
ど
稀
で
あ
る
。
唯
、
従
来
は
レ
ヒ

y
シ
ャ
イ
ン
の
概
念
を
徐
り
に
無
制
限
に
、
何
等
の
反
省
も
な
く
、
甚
し
'
く
賢
汎
に
承
認
す
る

に
至
っ
た
の
で
、
却
て
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
概
念
の
内
容
が
漠
然
た
ら
し
め
ら
れ
た
。
。
従
っ
て
、
之
に
一
定
の
制
限
を
加
へ
、
問
題
領

域
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
ー
ネ

ιγ
デ

ー

ル

ヲ

ッ

ク

マ

Y
等
が
直
接
す
る
よ
う
な
普
遍
的
危

ν
i
E
y
u
v
ャ
イ
y
誠

念
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設

も
、
向
島
十
間
的
に
は
未
解
決
の
も
の
を
含
み
、
彼
等
の
主
張
す
る
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
は
種
々
の
異
る
貰
瞳
を
包
含
し
て
ゐ
る
。
彼
等
の

よ
う
な
意
味
で
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
概
念
を
慶
い
法
域
及
び
多
く
の
制
度
の
中
に
認
容
す
る
こ
と
は
勿
論
可
能
で
あ
ら
う
が
、
か
L
る
こ

-4<1市

論

と
は
解
韓
皐
上
無
償
値
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
慶
義
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
概
念
の
代
り
に
狭
義
の
そ
れ
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
。

カ￥
く

て
ち
こ
の
概
念
こ
そ
す
べ
て
の
適
用
例
に
於
て
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
統
一
的
判
断
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
は
専
ら
現
行
法
の
陳
規
の
研

究
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に
思
は
れ
る
。
こ
の
場
合
そ
の
範
圏
は
ウ
ェ
ル
ス
パ
ッ
ヒ
ア
が
総
括
し
た
信
頼
保
護
の
各
場
合
に
亙
る

と

3
ソ
エ
ル
ス
パ
ッ
ヒ
ア
の
意
圃
が
こ
の
法
理
を
私
法
の
解
樺
技
前
と
し
て
狭
く
限
定
す
る
に
あ
っ
た
と
解
し
て
ゐ
る
エ
ル
ト
マ
ン
の

(
U
}
 

考
へ
は
疑
問
で
あ
る
が
、
兎
も
角
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
概
念
を
狭
く
方
向
づ
け
た
所
に
、
撃
読
史
上
に
於
け
る
彼
の
役
割
が
あ
る
。

レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
法
僚
の
問
中
な
る
解
轄
技
術
に
引
戻
さ
う
と
す
毛
態
度
に
封
し
て
は
、
こ
の
理
論
を
正
首
な
ら
し
め
る
決
定

的
契
機
如
何
と
い
ふ
形
で
、
ミ
ュ
ウ
ラ
ア
・
エ
ル
ヲ
パ

γ
ハ
に
よ
り
批
判
が
な
さ
れ
た
。
彼
は
手
形
法
に
於
て
マ
イ
ア
の
原
因
主
義
は

鯖
責
の
問
題
に
於
て
踊
責
と
い
ふ
こ
と
と
巌
格
に
充
分
な
匝
別
を
認
め
て
ゐ
な
い
と
非
難
す
砧
ド
卸
ち
、
伎
は
鯖
責
問
題
に
於
て
原
因

主
義
は
論
ず
る
必
要
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
ヤ
コ
ピ
が
云
ふ
よ
う
に
手
形
抗
韓
併
制
限
の
目
的
は
手
形
債
務
者
を
通
常
の
債

務
者
よ
り
劣
悪
な
地
位
に
置
ぐ
こ
と
で
は
な
く
て
ち
手
形
取
得
者
を
保
護
す
る
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
界
は
債
権
者
の
利
益
郎
ち
保
護

(
u
v
 

の
債
値
あ
る
利
益
が
存
す
る
所
に
之
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
論
者
は
そ
の
合
理
的
根
撲
を
原
因
主
義
に

置
い
た
ま
で
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
ρ

従
て
、
ミ
ュ
ウ
ラ
ア
・
エ
ル
ヲ
パ
ヲ
ハ
の
や
う
に
原
因
主
義
の
理
論
が
踊
責
の
問
題
を
説
明
し
得

な
い
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
も
っ
と
も
ミ
ュ
ウ
ラ
ア
・
エ
ル
ツ
パ
ヲ
ハ
は
流
通
詮
券
に
輿
へ
ら
れ
た
特
殊
の
利
益
的
地
位
こ
そ
表
示

.
の
一
固
執
を
正
嘗
化
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
こ
の
契
機
の
考
慮
が
な
さ
れ
て
な
い
こ
と
、
叉
優
越
せ
る
利
盆
の
出
現
の
み
が
外
観
上
の

権
利
の
濁
立
化
現
象
(
〈

2
g
g
z吉
弘
前
自
民

g目。
vo山口
B
m
g
)
を
粛
す
と
い
ふ
こ
と
の
観
貼
を
敏
い
て
ゐ
る
こ
と
を
、
こ
の
法
理

(
M
V
 

に
封
し
批
判
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
摩
問
的
債
値
を
私
法
解
轄
の
技
術
な
る
貼
の
み
に
置
い
た
エ
ル
ト
マ
シ



~_J 

に
封
し
て
も
、
叉
、
相
封
的
正
義
だ
け
を
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
V
法
理
の
正
賞
性
の
根
操
と
し
た
マ
イ
ア
に
封
ん
て
も
、
最
大
の
弱
貼
を
つ

い
た
批
判
と
去
へ
や
う
。
彊
も
角
、
利
益
法
皐
の
主
張
は
、
こ
の
法
理
の
正
賞
化
の
根
擦
を
検
討
す
る

μ

動
機
と
な
っ
た
駐
に
意
義
が
あ

る
と
考
へ
る
@

レ
ヒ
ヲ
シ
干
イ
ン
法
理
。
準
設
史
的
形
成
過
程
を
辿
る
と
き
、
解
樟
技
術
~
と
し
て
の
理
論
的
構
成
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
そ
の
正
賞
化

の
決
定
的
契
機
の
探
究
が
こ
の
法
理
研
究
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
正
首
化
の
根
操
の
探
究
と
い
ふ
こ
と
白
樺
に
h
つ

て
こ
の
法
理
の
構
成
を
再
一
検
討
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
e

こ
の
意
味
で
は
レ
ヒ
吋
ノ
シ
ャ
イ
ン
法

理
は
今
向
形
成
の
過
程
に
あ
る
と
も
云
へ
や
う
。
所
で
、
こ
の
過
程
に
於
て
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
展
開
が
、
ヤ
コ
ピ
の
や
う
な
特

殊
的
研
究
以
外
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
需
で
は
な
い
。
こ
の
法
理
は
意
思
表
示
・
時
数
・
死
亡
宣
告
等
民
法
上
の
問
題
か
ら
有
慣
謹
券
・

商
業
登
記
・
株
式
制
度
に
闘
す
る
諸
問
題
に
至
る
ま
で
展
開
さ
れ
、
訴
訟
法
の
領
域
に
も
及
ん
で
ゐ
荷
山
代
理
に
闘
し
て
は
、
ウ
ェ
ル

ス
パ
ッ
ヒ
ア
崎
町
民
法
上
の
表
見
代
理
に
つ
き
論
じ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ヲ
民
法
第
百
七
十
一
候
・
第
百
七
十
二
候
・
第
百
七
十
三

エ
ル
ト
マ
ン
は
商
業
代
理
に
つ
き
燭
れ
て
ゐ
る
。
ネ
ェ
ン
デ
ー
ル
ヲ
プ
も
そ
の
や
う
で
あ
る
。
支
配

保
を
中
心
と
す
る
も
の
で
も
る
。

人
に
つ
い
て
は
、
唯
一
の
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
文
献
と
思
は
れ
る
マ
イ
ア
の

「
商
業
登
記
簿
の
表
示
と
支
配
権
の
撤
回
」
(
出
向
ロ
含

z
g
i

レヒツシャイン法理について

m
u
g
g持
窓
口

5
m
g仏
当
広

2
2同

a
a
p岳
民
釦

N
国
同
∞
ゲ
出
回
叶
)
が
あ
る
。

商
法
の
分
野
に
於
け
る
こ
の
法
理
の
展
開
が

有
償
誼
券
と
商
業
登
記
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
が
共
に
表
示
者
の
全
態
容
(
の
0
8
5
H
4
0
吾
巳
C
か
ら
孤
立

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
取
引
の
需
要
乃
至
園
家
権
威
の
支
持
す
る
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
る
と
苛
こ
の
法
理
の
鷺
展
段

階
に
於
て
外
観
の
明
確
性
の
故
に
そ
の
法
律
構
成
を
簡
明
に
し
得
る
と
い
ふ
之
と
か
ら
多
く
の
論
者
は
こ
れ
ら
の
問
題
と
し
て
取
扱
つ

た
の
で
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
叉
こ
の
法
理
が
物
一
構
法
の
領
域
か
ら
護
足
し
て
護
展
形
成
さ
れ
そ
し
て
こ
の
領
域
を
超
え
て
会
民

四割 47-

法
の
基
本
原
理
と
な
っ
て
聞
も
な
い
昔
時
と
し
て
は
、
そ
の
安
全
を
保
護
さ
れ
る
べ
き
取
引
之
し
て
民
法
上
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て



論

蒔
取
引
が
取
り
あ
げ
ら
華
料
お
を
と
は
、
己
主
去
を
と
と
も
一
支
ゃ
う
叫
併
じ
、
レ
ピ
ヅ
シ
?
?
法
理
記
事
童
話

て
先
.
っ
そ
の
展
開
を
見
た
が
)
商
取
引
の
安
全
が
私
法
生
活
、
に
於
け
る
極
め
て
重
要
な
一
関
心
事
主
な
る
と
共
に
範
圏
を
損
大
L
て
き
て

ゐ
る
。
現
代
に
於
け
る
経
祷
の
進
展
に
枠
ふ
企
業
の
特
別
的
需
要
の
増
大
は
、
レ
ヒ
w
ノ
シ
ャ
イ
シ
法
理
が
私
法
の
領
域
の
解
樟
技
術
と

し
て
理
論
的
構
成
を
ほ
ぼ
確
立
し
た
現
段
階
と
相
侯
っ
て
、
民
法
上
の
契
約
の
法
律
生
活
に
劣
ら
ず
今
後
企
業
の
法
律
生
活
に
こ
の
法

理
の
大
い
な
る
展
開
を
激
測
且
期
待
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
法
理
の
具
種
的
適
用
は
、
正
嘗
な
根
捷
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
憧
系
的

の
理
論
に
よ
っ
て
始
め
て
科
皐
性
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
が
放
に
、
そ
の
理
論
構
成
と
正
賞
性
の
根
擦
を
衣
に
考
察
す
る
。

ハ
1
)
d
『
伺
】
】
曲
目
】

R
Z
F
白
・
白
・
。
・
田
口
-
包
苫
口
同
〈
H
H

・

近
代
法
秩
序
の
所
底
た
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
の
観
念
が
意
味
す
る
所
の
権
利
の
外
観
と
、
中
世
ド
イ
ツ
の
法
制
度
た
る
ゲ
ヴ
ェ
レ
が
物
の
支

配
の
外
面
的
表
現
で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
卸
ち
物
種
そ
の
も
の
で
な
く
物
機
の
表
現
的
事
寅
で
あ
る
と
い
ふ
黙
に
、
爾
者
の
類
向
性
を
見
出
す
考
へ

が
あ
る
が
之
は
受
賞
で
は
な
い
。
葦
し
、
雨
者
の
聞
に
は
歴
史
的
後
展
の
繋
り
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
観
の
法
的
承
認
と
い

ふ
こ
と
に
つ
い
て
も
雨
者
は
夫
々
意
味
を
異
に
し
、
叉
そ
の
理
論
構
成
に
於
て
所
謂
ハ
ン
ド
・
ワ
ァ
レ
・
ハ
ン
ド
の
原
則
に
は
第
三
者
の
善
意
が

(
2〉抗

駅
除
し
て
ゐ
る
こ
と
を
看
過
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
邸
ち
、
中
世
ド
イ
ツ
で
は
稽
利
関
係
は
す
べ
て
ゲ
ヴ
ェ
レ
を
中
心
と
し
て
慮
理
さ
れ
、
ゲ

ヴ
ェ
レ
の
存
在
す
る
限
り
構
利
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
推
定
を
生
じ
、

ζ

の
推
定
は
公
知
的
な
緩
旋
(
例
へ
ば
動
産
に
封
す
る
事
質
上
の
占
有

が
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
於
け
る
動
産
の
訴
迫
U

の
成
立
す
る
ま
で
存
績
す
る
。
従
っ
て
、
グ
ヴ
ェ
レ
は
す
べ
て
の
者
に
と
り
法
的
異
質
の
意
味
を

有
す
る
、
卸
ち
、
外
観
対
法
的
に
賓
在
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
個
人
意
思
自
治
の
原
則
を
確
立
し
た
近
代
法
に
於
て
は
、
蛍
然
個
人

こ
の
よ
う
な
法
制
度
は
崩
壊
す
る
に
釜

意
思
の
中
に
賓
在
す
る
も
の
の
み
が
法
的
真
賓
で
あ
っ
て
外
観
は
信
漏
出
性
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
り
、

る
。
然
る
に
、
一
位
曾
の
護
展
に
件
ふ
取
引
の
大
量
反
覆
佑
・
そ
の
機
構
の
複
雑
化
は
、
中
世
の
人
が
物
事
の
深
奥
に
達
す
る
識
別
力
を
敏
い
た
た

め
外
部
的
契
機
を
固
執
し
た
と
は
異
る
意
味
に
於
て
、
近
代
人
を
し
て
外
観
を
隼
重
さ
せ
る
。
蓋
し
、
何
が
法
的
異
質
で
あ
る
か
の
抱
一
援
は
困
難

背
後
の
原
因
を
顧
慮
す
る
ζ

と
は
煩
雑
で
今
日
の
法
律
生
活
に
適
し
な
い
の
で
之
を
意
識
的
に
無
競
し
ゃ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

で
あ
り
、

-'-48日



第
三
者
の
善
意

(
剖
司
白
ロ
田
明
記
n
F
2・
印
-
同
・

0
・

E
己冊目

Z
口
同
〈
円
回
目
)
。
叉
、
動
産
所
有
者
の
意
思
に
基
き
動
産
の
占
有
を
他
人
に
輿
へ
た
場
合
、

窓
意
を
閥
は
ず
そ
の
返
還
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
ハ
ン
ド
・
ワ
ァ
レ
・
ハ
ン
ド
の
原
則
が
、
ロ
!
?
法
の
緩
受
後
そ
の
主
観
的
危
善
意
の
要
素
を

そ
の
中
に
加
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
の
悪
意
の
場
合
に
制
限
さ
れ
る
と
い
ふ
や
う
に
餐
化
し
て
行
っ
た
。

か
く
て
ロ

1
7
法
の
善
意
論
の

影
響
に
よ
っ
て
、
こ
の
原
則
は
近
代
取
引
に
遜
合
す
る
形
態
を
整
へ
る
に
至
っ
た
(
喜
多
前
掲
課
題
六
八
頁
以
下
旬
従
っ
て
、
ハ
ン
ド
・
ワ
ァ

レ
・
ハ
ン
ド
の
原
則
は
動
産
上
の
訴
の
制
限
か
ら
権
利
取
得
の
原
因
た
る
制
度
へ
と
穂
換
し
た
と
云
へ
る
。
こ
の
原
則
の
近
代
的
費
容
を
境
と
し

て
、
ゲ
ず
ェ
レ
と
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
は
そ
の
法
理
的
構
成
奇
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

納
富
・
回
島
雨
博
士
は
、
類
向
性
を
認
め
る
ま
で
行
か
な
い
ま
で
も
ゲ
ヴ
ェ
レ
の
歴
史
的
設
展
に
於
て
、
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
理
解
さ
れ

て
ゐ
る
よ
う
で
あ
る
(
納
富
・
田
島
前
掲
参
照
)
。
併
し
上
述
の
こ
と
か
ら
λ

ゲ
ヴ
ェ
レ
の
理
論
に
よ
っ
て
歴
史
的
側
面
か
ら
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
理

論
を
正
賞
化
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
は
替
し
得
な
い
。

ベ
ェ
ア
は
、
契
約
締
結
の
際
自
己
の
意
思
の
外
部
的
表
現
(
会
開
弘
志
向
H
O
開

a
n
F冊
目
ロ
ロ
ロ
肉
)
を
喚
起
し
た
者
は
槽
利
取
得
を
信
じ
叉
は
信
じ

得
べ
き
善
意
の
相
手
方
に
射
し
意
思
欠
飲
を
主
張
し
得
な
い
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
(
0
3
0
即
位

H
5
C白
σ
2
H
H
E
E
m
g
』

g
m
u
c
R
S
E叩
円
骨
子

ハ
3
〉

U ヒツシゲイン法理について

同
ぬ
何
回
吋

-
E
Y円
σ・
に
-

H

∞叶印・

ω・
ち
同
)
。
叉
、
ウ
ェ
ル
ス
パ
ッ
ヒ
ア
に
よ
れ
ば
、
思
想
史
的
に
は
カ
ン
ト
及
ぴ
そ
れ
以
外
の
自
然
法
撃
者
に
遡
り

得
る
と
さ
れ

(drz呂
田

-nzp
目・同・

0
・
ω-HNH
向
。
、
そ
の
一
人
ツ
ァ
イ
ル
レ
ア

(
N
巴
ロ

2
)
は
「
人
の
外
部
的
法
律
取
引
に
於
て
内
在
的
な

も
の
及
び
隠
秘
な
も
の
で
広
く
て
、
唯
外
部
的
の
も
の
及
び
外
部
か
ら
知
り
得
べ
き
も
の
の
み
が
権
利
及
び
行
動
の
規
範
で
あ
る
」
と
述
べ
て
ゐ

る
(
副
司

o
-
z
z
n
v
o
p
由・白・。・

ω-N斗
H)
レ
ギ
テ
イ
マ
チ
オ
ン
が
善
意
保
護
乃
至
法
律
上
の
推
定
の
反
射
的
穀
力
た
る
意
味
に
於
て
消
極
的
数
カ
と

解
さ
れ
る
と
と
に
つ
き
、
守
コ
ピ
は
「
明
白
江
現
象
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
外
部
的
事
賞
で
、
事
賓
上
多
か
れ
少
な
か
れ
高
度
の
蓋
然
性
|
|
a
狙
し

強
制
さ
れ
な
い
ー
ー
を
以
て
一
定
の
法
律
欣
態
を
一
亦
し
、
そ
の
設
に
法
は
、
乙
の
法
律
扶
態
を
反
謝
の
登
明
が
な
さ
れ
る
ま
で
賓
在
す
る
も
の
と

認
め
る
の
み
な
ち
ず
、
ー
他
入
込
事
資
格
者
そ
多
か
れ
少
な
か
れ
慶
範
囲
に
於
て
権
利
者
と
し
て
取
扱
ひ
得
る
数
力
を
結
び
つ
け
て
ゐ
る
」
も
の
を

資
格
と
一
広
勺
て
ゐ
る
お
こ
ゆ

m
b
z
-
H
V
S
H判
官

G
喜一
2
b
r
u
g
a刊号
n
v
g
p
n
v
p
吉
田
ロ
g
g円四印
U

出

S-
同〈

-
H
U
口
wω-Nω
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同
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忌

4
2・
E
V
E
N仲良十円前唱ユ

R
f
ω
・
2
・

8
・
∞
町
民
・

ハ
6
〉

回目

n
o
F
。

広

言

mO同
町
即
応

2
4
5
2
8面白円
E
山

E
p
m
o
p
ω
・
8
・
ロ
・

ωN・

論

〈

7
〉

。
3
0
呂
田
h
v
F
F
g
ロ
E
F
V即
日
ロ
佐
官

n
v
E
$
2・
F
Z吉
田
位
。
ロ
回
目

2
4『。
nvml

プ
レ
ス
ラ
ウ
大
事
の
線
長
就
任
講
演
で
あ
る
。

DRVH即
時
仲
岳
町
当

g
g
R
E
F
関
口

g
t
H
E
寸
開
岳
民

nr・
z
s
-
H
ω
-
s
o
u
-
岡
川
前
掲
四
人
頁
註
一
・
喜
多
前
掲
課
題
五
一
頁
に
撲
る
。

ネ
ェ
ン
デ
ュ
ル
ッ
プ

(
Z
S
D同
町
ロ
巴
は
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
研
究
叢
書
の
第
一
容
「
レ
ヒ
ト
シ
ャ
イ
ン
の
概
念
と
レ
ヒ
ト
シ
ャ
イ
ン
研
究
の
任

(
8〉務

」
(
切
。
四
円
山
内
州
内
回
目
的
河
内

w
n
Z
R宮
山
口
田
口
口
仏
〉
丘
関
白

σ白
色
町
吋
河
内

wny仲田口町
HO宮田町
cgny己岡高・

5
5
)
に
於
て
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
全
鰻
系

を
把
握
し
て
ゐ
る
。
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
研
究
上
重
要
な
本
書
は
入
手
し
得
な
い
た
め
、
喜
多
前
掲
構
成
、
納
宮
前
掲
二
六
八
頁
以
下
、

七
頁
以
下
を
参
照
し
て
本
警
の
内
容
を
窺
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

岡
川
前
掲

ク
ワ
ユ
ッ
ク
マ
ン
(
烈

Z
n
r
g
g
H
M
)は
「
不
能
論
へ
の
補
足
」

(
Z
R
Z
B回開

Nロ
吋
己
ロ

B
R
-
R
F
r
m
-
E
m
V円
0・
』

OV円
・
』
田
町
吋
ぴ
・
可

-
E
H
S。

「
普
通
法
の
理
論
に
於
け
る
物
占
有
、
機
利
占
有
、
権
利
外
観
」

(ω
宮
町
σ
g
x
p
p
w
n何回
昨
日
出

σ
g
x
p
H
C
w
n
z
g
R
Z
5
5
骨
吋
吋

F
0
2
5
母国

m
m
B
2ロ
g
m
o
o
z
-
〉
nMν
〔〉同

n
E〈
同
出
吋
岳

o
n目i
z
R
V
O
H
V吋白
M円
四
回
の
賂
〕

HO∞・

SHN)
の
二
著
に
於
て
述
べ
て
ゐ
る
。

ネ
ェ
ン
デ
ュ
ル
ッ
プ
は
、
従
来
通
用
し
て
ゐ
た
所
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
(
岡
山
叩
円
伊
丹

g
n
v包
ロ
)
と
い
ふ
語
の
代
り
、
レ
ヒ
ト
シ
ャ
イ
ン
(
河

onvt

仲田口

Z
E
)
な
る
濁
特
の
語
を
用
ひ
、

こ
の
語
の
概
念
に
よ
り
豊
富
な
内
部
を
盛
り
、
よ
り
庚
汎
な
領
域
を
解
明
し
た
。

け
る
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
と
も
云
ふ
べ
き
そ
し
て
一
般
に
4

之
が
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
研
究
の
唯
一
の
部
円
で
あ
る
か
の
様
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
所
の

彼
は
、
所
謂
私
法
に
於

「
法
仲
間
の
た
め
に
脊
在
す
る
レ
ヒ
ト
シ
ャ
イ
ン
」
の
他
に
四
部
門
に
つ
い
て
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
概
念
を
構
想
す
る
。
彼
は
叉
、
解
咽
押
風
干
上
最
も
問

題
の
多
い
「
法
仲
間
の
た
め
に
存
在
す
る
レ
ヒ
ト
シ
ャ
イ
ン
」
に
於
て
、

従
来
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
旗
振
し
理
論
構
成
を
詳
密
に
な
し
て

ゐ
る
。
そ
の
適
用
範
囲
は
狭
義
の
財
産
法
の
領
域
の
み
な
ら
ず
家
族
法
上
の
財
産
権
を
超
え
て
人
格
権
の
領
域
に
も
及
び
、

叉
権
利
譲
渡
の
外
観

た
る
と
取
得
時
殺
の
や
う
な
自
己
楼
利
の
外
観
た
る
と
関
は
な
い
と
し
て
ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
。
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(

叩

)

。

2
話回同
5
・
P
同・。・

ω.4怠
ω
R・

ウ
ェ
ル
ス
パ
ッ
ヒ
ア
の
示
す
適
用
範
圏
は
、
躍
に
私
法
全
般
の
中
で
最
も
顕
著
な
現
象
を
抽
出
し
て
こ
れ
を
外
部
的
事
賞
へ
の
信
頼
保
護
の

原
則
の
下
に
包
括
し
ゃ
う
と
企
闘
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
へ
る
(
田
島
前
掲
五
二
四
頁
註
一
・
喜
多
前
掲
課
題
六
六
頁
)
の
が
安
嘗
と
思

ふ。
ハロ
ν

マ
イ
グ
に
よ
る
と
、
自
ら
そ
れ
に
署
名
す
る
こ

と
な
く
、
白
地
式
裏
書
の
あ
る
手
形
を
寧
に
交
付
t

に
よ
り
譲
渡
じ
た
に
過
ぎ
な
い
者
邸
ち
、
引
渡
に
よ
っ
て
手
形
を
移
植
押
し
た
者
は
、
手
形
の
饗

(

ロ

)

宮
告
】

2
1開
同
島
田

nv・
0
2
z
n
v
g
出

g
s
z
s
n
V件
、
同
吋
冊
子

S
N品・

ω・
会
H
ロ
・
怠

N・

よ名
ると
公共
式 l乙
化彼
(の
!;;I後
お者

〉がzそ
2 の
拝外

]戴
~乙。
信
〉担

E字
::>"る

!E 
E ? 
型 E
尚一 Tこ
歪カf

eii 故
I乙

E山

"[;" "[ 
3歪
望在
d電を
.負

~Iま
52 せ
ら
f1lれ
と3Jる
同 ζ

U と

はと
行な
過る
ぎの
でで
あ、

る彼
との
。原

因
主
義
i乙

〈

臼

)

d
『
伸
吋
仲
間
M

回同

vrW2w-ω-Nm∞-
N印必・
4

い『白
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(
U
H
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冨

g-O円
i
F
N
E
n
F
。
四
三
回
円
吉
田
国
自
伝

Z
B
n
v
p
N
g・
ωkrロ
2
・・

5
8
ω
・串

g
u
U即
日

刊

-z-
恩
師
同

g
a
m由
吉
田

m
g
g
片岡冊目

a
g

z
z
s
g
g
z
s
k
v・
5
8・
∞

-N由
町
民
・
後
者
は
入
手
し
得
な
い
た
め
、
喜
多
前
掲
課
題
六
六
頁
・
納
宮
前
掲
五
九
j

八
頁
以
下
に
擦
る
。

ミ
ュ
ウ
ラ
ア
・
エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
は
、
レ
ヒ
ツ
ジ
ャ
イ
ン
法
理
が
、
そ
の
正
賞
性
の
根
撲
を
賞
事
者
の
信
頼
関
係
と
い
ふ
双
方
性
に
求
め
る
の
に

桝
到
し
、
利
盆
干
渉
と
い
ふ
一
方
的
な
方
向
に
考
へ
た
と
い
ふ
差
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
従
つ
で
、
ミ
ュ
ウ
ラ
ア
・
エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
の
批
剣
は
従
来

包ツシャ~イン法理について

の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
正
信
性
の
板
竣
に
つ
い
て
は
適
切
な
批
剣
で
あ
る
が
、
原
因
主
義
理
論
に
と
っ
て
代
る
資
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
と
考
へ
る
。
尤
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
(
序
註
お
参
照
)
利
盆
地
位
と
い
ふ
概
念
が
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
法
理
に
於
け
る
被
表
示
者
の
損
害
と
の
踊

係
に
於
て
究
明
さ
れ
る
と
き
、
彼
の
理
論
は
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
法
理
と
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
と
の
類
向
性
の
問
題
に
於
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る

こ
と
に
な
る
で
も
あ
ら
う
か
。

(

日

)

こ
れ
等
の
特
殊
的
研
究
の
文
献
と
し
て
次
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。
銃
越
し
た
文
献
は
除
く
。
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で
も
尚
確
定
ざ
れ
で
ゐ
る
や
う
に
兎
え
な
か
っ
た
も
の
で
も
よ
い
」
と
し
て
ゐ
ρ

る
ハ
旬
以

g宮
、
者
三
0
5
2
E附
吉
田

m-ω
・
串

Co

--4レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
シ
法
理
の
事
読
史
的
形
成
を
跡
づ
け
る
と
、

ν
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
思
想
白
樺
に
は
決
定
的
反
封
論
は
殆
ど
見
雷

ら
た
い
が
、
レ
ヒ
押
ノ
シ
ャ
イ
ン
の
概
念
に
つ
い
て
は
撃
設
に
一
未
だ
径
庭
が
あ
る
。
併
し
、
こ
の
概
念
に
先
鞭
を
づ
け
た
ウ
ブ
川
市
ハ
パ
ツ

ヒ
ア
、
及
び
そ
の
後
に
於
け
る
マ
イ
ア
、
ヤ
コ
ピ
、
ネ
ェ
ン
デ
ュ
ル
ッ
ヅ
の
皐
設
を
通
じ
て
、
こ
の
法
理
の
形
成
一
護
展
の
底
に
ハ
流
れ
て

ゐ
る
そ
の
根
本
的
構
成
を
把
握
し
得
る
と
考
へ
る
。

取
引
に
於
て
何
故
に
善
意
は
保
護
に
値
す
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
与
、
何
故
に
一
方
賞
、
事
者
の
負
携
を
認
一
め
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
は
、

取
引
に
於
昨
る
善
意
保
護
に
閲
し
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
善
意
保
護
の
債
値
と
鯖
責
の
理
由
と
の
こ
つ
の
問
題
↑
に

レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
以
ヒ
ヲ
シ
、
ャ
イ
シ
の
観

黙
に
立
っ
こ
の
解
答
の
鱒
系
的
理
論
構
成
の
過
程
が
そ
の
ま
L

レ
ピ
吋
ノ
シ
ャ
イ
シ
法
理
の
皐
読
史
的
形
成
過
程
に
外
な
ら
な
い
。
市
し

て、

ζ

の
二
つ
の
問
題
に
封
す
る
解
答
が
、
そ
の
理
論
的
基
礎
に
お
い
て
融
合
し
、
有
機
的
一
睡
的
理
論
と
な
っ
た
時
に
初
め
て
こ
の

つ
い
て
解
答
す
る
詰
み
は
種
々
の
方
向
か
ら
な
さ
れ
て
ゐ
る
。

法
理
は
完
成
さ
れ
る
と
云
へ
る
わ
け
で
あ
る
。

レ
ヒ
村
ノ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
ご
の
二
つ
の
問
題
に
封
し
嘗
初
か
ら
な
ん
ら
か
の
解
答
を
有
し
、
唯
そ
の
理
論
構
成
に
於
て
未
熟
で
あ
っ

1(，:.ヒツシャイン法理について

一
定
の
樺
利
、
法
律
関
係
そ
の
他
法
的
に

意
義
あ
る
形
象

2
5
0
F
O
E
S
立
0
5
)
を
構
成
す
る
と
認
め
ら
れ
る
外
部
的
事
賞
に
信
頼
し
て
法
律
行
矯
的
に
行
動
せ
る

(gf

岳
布
、
富
島
忠
告
岳
町
自
己
注
H
C
者
は
、
そ
の
事
買
が
が
L

る
信
頼
保
護
に
よ
勺
不
利
益
を
蒙
る
者
の
助
成

Q
昆

gu
に
よ
り
費
生
白
し
本

た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
信
頼
は
保
護
ち
れ
る
」
と
述
べ
て
ゐ
祁
ル
彼
は
善
意
は
皐
に
そ
れ
の
み
で
は
保
護
に
値
す
る
も
の
で
は

た
に
す
ぎ
な
い
と
云
へ
る
。
先
ず
ウ
ェ
ル
ス
パ
ヅ
ヒ
ア
は
「
法
規
叉
は
取
引
通
念
に
よ
り
、

一
定
の
外
部
的
事
買
に
封
す
る
信
頼
に
し
て
初
め
て
保
護
に
値
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
卸
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
法
規
叉
比
取
トho 

引
通
念
に
よ
り
客
顧
的
巳
一
「
定
一
の
樺
利
法
律
関
係
者
の
他
法
的
竪
恵
轟
ぷ
ぬ
る
出
版
象
を
構
成
ず
る
主
認
め
ら
れ
る
外
部
的
事
一
貫
一
が
司
そ
m
w
a
¥

一ぃ

な
く
、



論

豊
田
引
の
基
礎
岡
山
め
す
る
が
放
に
保
護
ざ
れ
る
。
彼

2

荷
。
で
昔

念
に
よ
っ
て
構
利
推
定
の
数
果
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
か
や
う
た
外
部
的
事
買
に
基
き
相
手
方
を
権
利
者
で
あ
る
と
信
ず
る
こ
と

は
法
的
に
安
賞
で
あ
る
と
さ
れ
、
法
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
罪
で
あ
る
。
こ
れ
は
善
意
保
護
に
闘
す
る
理
論
的
構
成
を
基
本
的

に
明
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
で
も
安
醤
で
あ
る
と
思
ふ
。
彼
が
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
先
駆
者
と
さ
れ
る
の
は
右
の
理
由
か

ら
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
す
ー
彼
は
こ
の
外
部
的
事
賞
を
成
立
さ
せ
た
者
が
責
任
を
負
揖
す
る
所
以
を
、
そ
の
者
の
助
成
と
い
ふ
観
念
に

よ
っ
て
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
観
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
に
立
入
っ
た
説
明
を
輿
え
て
ゐ
な
い
か
ら
、
之
は
信
頼
が
保

-54-

が
や
う
な
外
部
的
事
費
時
法
叉
は
取
引
遇
一
!

護
さ
れ
る
場
合
の
要
件
に
闘
す
る
一
般
的
制
限
を
示
す
も
の
と
し
て
は
充
分
と
は
思
は
れ
な
い
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
踊
責
の
理
由
の

面
に
つ
い
て
寧
に
助
成
と
い
う
観
念
を
持
出
す
に
止
ま
っ
た
彼
は
、
結
局
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
理
論
の
片
面
的
構
成
を
示
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
も
云
ひ
得
ゃ
う
。
し
か
し
、
信
頼
保
護
の
面
に
闘
す
る
限
り
彼
の
基
本
的
構
成
は
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
と
し
で
今
日
向
改
め
る

F

必
要
は
な
く
、
唯
そ
の
表
現
形
式
の
整
備
だ
け
が
蔑
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
シ
に
よ
り
善
意
取
得
者
そ
の
人
に
賓
質
的
樺
利
が
成

立
す
る
原
因
を
興
へ
た
」
が
放
に
非
擢
利
者
か
ら
の
権
利
取
得
が
認
め
ら
れ
る
崎
町
し
か
し
彼
が
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
中
に
所
謂

原
因
主
義
を
明
示
し
こ
の
法
理
に
大
醸
の
骨
組
を
興
へ
t

た
貼
に
功
績
は
あ
る
に
せ
よ
、
彼
の
場
合
も
壊
に
原
因
を
輿
へ
た
こ
と
を
要
件

と
し
て
指
摘
し
た
止
ま
り
そ
-
の
原
因
の
内
容
即
ち
、
外
観
の
成
立
に
原
因
を
輿
へ
た
と
い
ふ
所
ま
で
進
ん
で
ゐ
な
か
っ
た
。

然
観
の
存
在
に
原
因
を
輿
へ
た
者
の
負
携
に
於
て
客
観
的
基
礎
あ
る
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
と
い
ふ
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
基
本
的

構
成
が
確
立
さ
れ
た
の
は
ヤ
コ
ピ
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
本
来
法
律
的
数
力
費
生
守
口
曲
目
。
V
N
R
河
ぬ
の
宮
田
i

呈
岳
民
長
)
に
必
要
な
事
賓
(

4

2
号
。
曲
宮
邑
)
と
並
ん
で
、
成
程
一
つ
二
つ
の
要
件
は
猷
く
が
な
ほ
生
活
の
通
例
に
よ
っ
て
も
、
J

さ

ら
に
法
に
と
っ
て
基
準
と
な
る
態
様
で
は
す
べ
て
の
要
件
を
具
へ
て
ゐ
る
と
の
外
観
を
件
ふ
と
い
ふ
一
定
の
外
部
的
特
徴
を
示
す
事
貫

決
に
マ
イ
ア
は
闘
責
の
理
由
を
攻
の
や
う
に
説
い
て
ゐ
る
。
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(
幻
}

も
敷
力
を
生
じ
得
る
。
こ
L

に
、
構
利
と
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
の
封
躍
が
あ
る
1

シ
ャ
イ
ン
を
形
成
す
る
事
賓
は
塵
倒
的
多
数
の
場
合
に
樺
利
が
杏
在
す
る
と
い
ふ
ほ
ど
精
選
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
あ

る
。
従
っ
て
、
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
は
訴
訟
に
於
て
は
立
詮
推
定
を
正
首
化
す
る
が
、
法
律
的
取
引
に
於
て
は
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
を
嘗
て

に
し
た
者
は
誰
で
も
|
|
個
別
的
に
夫
々
異
っ
た
範
圏
に
於
て

l
lこ
の
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
を
信
頼
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
従
っ
て
、

レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
が
敷
刀
を
生
ず
る
根
操
は
、

レ
ヒ
ヲ

本
来
必
要
な
事
賓
の
そ
れ
以
上
の
要
件
の
審
査
は
菟
ぜ
ら
れ
る
」
七
、
「
時
に
よ
り
(
殻
果
意
思
存
在
の
)
観
念
魔
醒
が
意
欲
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
で
も
、
表
示
者
の
意
思
の
外
観
が
存
在
し
且
そ
れ
が
表
示
者
の
責
に
臨
す
べ
き
方
法
で
彼
に
よ
り
喚
起
さ
れ
そ
し
て
相
手

方
が
そ
れ
に
信
頼
し
た
な
ら
ば
L

意
思
な
き
表
示
で
も
穀
力
を
生
ず
る
こ
と
に
払
認
。
ウ
ェ
ル
ス
パ
ヅ
ヒ
ア
に
於
て
は
、
法
規
叉
出
取

引
遁
念
に
ょ
う
て
一
定
の
権
利
、
法
律
関
係
そ
の
他
法
的
に
意
義
あ
る
形
象
を
構
成
す
る
外
部
的
事
賓
と
は
員
賓
と
異
る
外
観
の
意
味

で
あ
る
こ
と
が
外
部
的
事
貫
と
い
ふ
言
葉
か
ら
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
が
、
ヤ
コ
ピ
に
よ
っ
て
之
が
初
め
吃
明
確
に
・

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
却
ち
、
貴
賓
と
外
観
の
封
立
あ
る
時
、
そ
れ
を
信
頼
す
る
者
が
保
護
さ
れ
る
教
力
を
有
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
;

:;;ジlャイン法理について

法
的
信
懇
性
あ
る
外
観
こ
そ
レ
ヒ
ヲ
シ
ヤ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
ゐ
る
。
因
に
法
又
は
取
引
遁
念
に
よ
れ
ば
、
権
利
w

法
律

関
係
そ
の
他
法
的
に
意
義
の
あ
る
形
象
に
つ
き
す
べ
て
の
要
件
を
具
へ
て
ゐ
る
と
認
め
ら
れ
る
や
う
な
一
定
の
外
観
に
基
き
信
頼
し
た

場
合
に
は
、
そ
れ
は
一
般
に
取
引
関
係
に
於
て
確
買
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
始
め
て
そ
の
信
頼
は
法
的
に
安
嘗
と
さ
れ
法

こ
の
様
な
外
観
が
法
的
信
議
性
あ
る
外
観
で
あ
る
。
、
叉
外
観
は
信
頼
保
護
の
結
果
不
利
益
を
蒙
る
者

的
に
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

が
原
因
を
興
へ
た
こ
と
に
よ
っ
て
脊
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
シ
の
要
性
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
ゐ
る
。

て
九
客
観
的
基
礎
あ
る
外
観
に
信
頼
ぜ
る
善
意
者
は
保
護
さ
れ
る
し
ι
い
ふ
一
五
は
ば
信
頼
主
義
と
、
外
観
の
存
在
に
原
因
'
を
輿
へ
た
者
は

か
く
し

}レ

ヒ
ヲ
シ
ヤ

ャイ
イン
';'法

華警
h は構
ヴ成

t 汐寸
;1t; .る
1怯乙



ヘス
るパ

ヒ
ア
を
先
駆句
者
と
L 

マ
イ
ア
と
フ
イ
v
ア
を
創
始
者
と
す
る
と
長
は
れ
て
ゐ
泌
庁

私
は
ヤ
コ
ビ
こ
そ
創
始
者
で
あ
あ
と
考

論

と
こ
あ
で
、

司
、
ィ
ァ
、
ヤ
コ
ビ
の
原
因
主
義
の
説
明
は
云
は
ば
積
極
的
興
国
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
に
止
ま
っ
て
ゐ
る
。
現
に
、

ァ
、
ヤ
コ
ピ
共
に
手
形
の
善
意
取
得
に
つ
き
論
じ
、
更
に
・
マ
イ
ア
は
商
業
登
記
と
支
配
楼
の
撤
回
と
の
閥
係
に
つ
き
論
じ
て
ゐ
お
に
止

ま
る
。
こ
れ
は
手
形
や
登
記
以
外
に
商
取
引
に
於
て
慶
汎
に
捉
へ
得
る
諸
行
局
の
表
見
性
に
未
だ
彼
等
の
目
が
向
け
ら
れ
て
ゐ
な
か
づ

た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
併
L
、
経
済
の
進
展
に
倖
ひ
歎
認
に
よ
っ
て
生
ず
る
外
観
へ
の
信
頼
保
護
を
取
引
者
が
要
求
す
る
広

至
る
と
き
、
原
因
主
義
は
消
極
的
形
態
の
輿
因
に
ま
で
損
張
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
を
摺
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
本
稿
の
意
園
す
る
表
見

支
配
人
の
問
題
に
つ
い
て
も
そ
の
解
明
の
緒
口
は
こ
の
法
理
の
そ
の
後
の
護
展
の
中
広
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

ネ
ェ
ン
デ
ュ
ル
ッ
ヅ
は
既
述
の
や
う
に
、
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
概
念
を
損
張
し
た
こ
と
か
ら
解
樺
上
無
償
値
と
い
ふ
非
難
を
う
け
た

が
、
レ
ヒ

y
y
ャ
イ
ン
の
構
成
要
件
に
於
て
は
右
の
非
難
に
拘
ら
ず
ネ
エ
デ
ン
デ
ュ
ル
ッ
プ
の
説
く
と
こ
ろ
は
寧
ろ
原
因
主
義
理
識
を

充
寅
深
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
へ
あ
。
即
ち
、
「
外
観
へ
の
信
頼
は
信
頼
者
の
損
害
に
蹄
ぜ
し
む
べ
き
ゼ
な
い
の
で
あ
っ
て
‘

寧
ろ
損
害
は
通
常
、
そ
の
意
思
、
叉
は
過
失
、
或
は
輿
因
ハ
J
1
0
E
ロ
Hmggm)
…
に
よ
っ
て
外
観
を
護
生
又
は
残
存
せ
し
め
た
も
の
院

移
轄
す
べ
き
で
あ
る
a

特
別
な
る
衡
平
叉
は
合
目
的
世
の
根
援
が
存
-
守
れ
ば
、
法
典
は
信
頼
者
の
損
害
を
菟
れ
し
む
e

る
た
め
に
、
外
観

(

刷

出

)

に
謝
し
て
原
因
を
も
輿
へ
な
か
っ
た
者
に
損
害
を
障
せ
し
め
る
ζ

と
を
障
踏
し
な
い
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
合
目
的
性
叉
は
衡
平
は
舗
責

の
積
極
的
理
由
で
あ
っ
て
、
自
己
の
樺
利
に
つ
い
て
の
洗
獣
は
消
極
的
理
由
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
認
め
て
ゐ
一
知
合
目
的
性
叉
は
衡
平

は
蹄
責
の
理
由
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
全
要
件
の
定
立
を
正
嘗
化
す
る
根
本
的
契
機
た
る
法
理
念
だ
あ
り
、
叉

少
〈
と
も
何
等
か
の
形
で
原
因
を
興
へ
た
と
い
ふ
概
念
を
原
因
主
義
に
於
て
定
立
す
る
と
き
は
、
合
目
的
性
叉
は
衡
平
は
輿
因
の
中
に

包
撮
し
得
る
も
の
と
思
ふ
。

- !J{J'.-
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か
く
て
、
代
表
的
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
論
者
の
翠
読
を
考
察
す
る
と
き
、

レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
衣
の
や
う
に
理
解
さ
れ
る
。

IilP 

ち
、
買
買
と
外
観
の
封
立
φ

め
る
場
合
、
法
的
信
漆
性
あ
る
外
観
を
信
頼
す
る
者
は
、

か
L

る
信
頼
保
護
に
よ
り
不
利
益
を
蒙
る
者
が
そ

の
外
観
の
存
在
に
少
く
と
も
原
因
を
興
へ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
信
頼
は
保
護
さ
れ
る
。
法
規
叉
は
取
引
通
念
に
よ
り
信
揮
官
性

あ
る
も
の
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
外
観
は
善
意
の
第
三
者
に
客
観
的
な
信
頼
の
基
礎
を
輿
へ
る
。
叉
車
な
る
善
意
は
そ
れ
の
み
で

保
護
債
値
を
も
た
な
い
が
、
信
頼
の
客
観
的
基
礎
を
得
て
保
護
に
値
す
る
も
の
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
第
三
者
が
異
質
と
外
観
の
相
違

を
知
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
外
観
が
法
的
指
揮
出
性
を
有
す
る
限
り
、
第
三
者
が
主
観
的
に
そ
れ
に
信
頼
し
た
の
み
な
ら
ず
、
客

ー
観
的
に
も
信
頼
す
べ
き
性
質
の
も
の
に
信
頼
し
た
ζ

之
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
三
者
の
保
護
に
値
す
る
善
意
と
そ
の

善
意
を
正
嘗
化
す
る
客
観
的
基
礎
と
の
聞
に
は
主
観
と
客
観
の
合
致
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
善
意
は
之
を
異
賓
と
の
関
係
で
眺
め
る
と

ー
き
は
消
極
的
な
も
の
と
し
て
の
不
知
と
理
解
さ
れ
る
が
、
外
観
に
か
L

わ
ら
し
め
れ
ば
信
頼
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
法
理
に
於
て

は
信
頼
こ
そ
善
意
の
員
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
石
山

所
で
、
信
頼
は
確
信

(
Nロ
4
0
5
w
v
c
よ
り
も
弱
度
で
あ
る
が
、

希
望
(
阻
止
l

同
ロ
ロ
巴
よ
り
は
高
度
の
期
待
(
町
当
日
吉
田
巴
と
し
て
特
色
つ
け
得
る
。
蓋
し
、
異
質
と
わ
相
違
を
知
ら
な
い
第
三
者
が
外
観
を
信
頼

相
手
方
の
誠
意
〈
岡
山
内
凶
岳
山
岳
宮
山
片
)

す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
相
手
方
が
こ
の
第
三
者
の
信
頼
に
鹿
へ
る
こ
と
却
ち
、

レヒツシャイン法理について

を
第
三
者
が
外
観

に
期
待
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
信
頼
は
誠
貫
(
吋

B
g
v
の
概
念
と
結
合
す
る
。
即
ち
、
信
頼

を
う
け
た
者
は
信
頼
し
た
者
の
期
待
に
臆
へ
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
本
来
の
意
味
で
の
信
頼
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
訪
山
そ
こ
に
は
、

一
方
の
意
思
領
域
に
於
け
る
誠
賓
の
、
他
方
の
意
思
領
域
に
於
け
る
信
頼
(
の
窓
口
σ
σ
)
へ
の
封
躍
が
み
ら
れ
る
。

方
の
誠
買
に
至
る
見
え
な
い
結
び
の
糸
こ
そ
信
義
一
誠
賓
の
原
別
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
尚
一
か
く
て
、
第
三
者
の
善
意
は
そ
の
信
頼
の
客

一
方
の
信
頼
か
ら
他

観
的
基
礎
が
あ
る
ほ
か
信
頼
を
う
け
た
者
の
誠
買
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
現
貫
具
瞳
的
に
保
護
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
信

頼
を
う
け
た
者
が
誠
質
を
一
飲
く
と
き
は
ー
第
三
者
の
期
待
に
背
か
な
い
や
う
、
彼
は
相
首
の
責
任
を
負
携
す
る
の
が
安
首
で
あ
る
。
信

..，..... 57ー
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頼
保
護
の
反
面
ん
に
は
一
嘗
然
か
し
A

る
蹄
貴
闘
題
が
あ
る
。
所
で
市

信
頼
の
理
諦
は
窮
極
的
に
は
右
に
趨
?
ベ
た
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
、
が
、

他
方
信
頼
を
う
け
た
者
の
保
護
も
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
観
の
存
在
に
原
因
を
興
へ
た
者
は
信
頼
保
護
に
よ
る
不
利
益
を
負
擢

論

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
原
因
主
義
は
こ
L

に
働
く
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
信
頼
主
義
と
原
因
主
義
と
に
よ
っ
て
支
へ
ら
れ
で
ゐ
る
の

が
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

レ
ヒ
吋
/
シ
ャ
イ
ン
法
理
へ
の
批
判
が
原
因
主
義
を
封
象
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
原
因
主
義
が
静
的
安
全
保
護
の
理

か
L

る
批
判
は
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
理
論
が
動
的
安
全
の
保
護
を
中
心
課
題
と
し
た
傾
向
へ
の
反
動
の
具
瞳
的
現

れ
と
解
し
得
る
。
併
し
叉
、
原
因
主
義
理
論
が
内
容
的
に
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
か
や
う
な
批
判
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は
静
的
安
全
と
動
的
安
全
の
調
和
を
保
ち
得
る
と
き
始
め
て
有
機
的
一
標
的
な
完
全
な
理
論
と
な
り
得
ベ
く
、

こ
の
法
理
を
支
へ
る
決
定
的
根
撲
も
こ
の
調
和
の
中
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
も
に
、
叉
こ
の
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
と
思

.b 
(
日
出
)

者三-曲目
U
R何
回
開
口
同
-
同
・
。
・

ω
-
H
5・
彼
は
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
と
い
ふ
名
稽
は
用
ひ
て
な
い
。

尤
も
、
別
の
箇
所
で
「
霞
書
に
よ
り
示
さ
れ
た

レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
」
と
い
ふ
僻
句
は
あ
る
〈
白
・
白
・
。
・

ω・由
N
)
。
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
な
る
言
葉
の
使
用
を
主
張
し
た
の
は
マ
イ
ア
で
あ
る
(
宮
内
苫
P

E
E
E仲間
G
ユロ
NG-ω
・

8
〉・

(

四

〉

所
有
権
者
が
自
己
の
も
の
を
他
人
に
賃
貸
し
保
管
せ
し
め
加
工
叉
は
製
作
の
た
め
に
之
を
交
付
す
る
行

震
は
、
所
有
者
が
自
己
の
物
を
盗
難
の
危
険
に
曝
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
危
険
な
行
局
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
軽
率
な
物
の
喪
失
者

に
助
成
は
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
自
己
の
物
を
他
人
に
委
託
す
る
こ
と
の
中
に
助
成
を
認
め
る
の
は
安
管
で
な
い

(
g
z
R
Z
m
-
回

g
x
p
の巾
1

4

匂
刊
号
ク
河
町
内
町
件
目
印
円
宮
山
口
・
〉
円
削
J
H
C由、

SHM-ω
・
台
回
)
・
従
っ
て
、
ワ
ュ
ル
ス
パ

y

ヒ
ア
は
、
乙
の
解
穂
の
た
め
の
法
律
上
の
支
鮎
は
大
抵

の
立
法
中
に
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
一
去
っ
て
ゐ
る
が
、
之
は
あ
る
特
定
の
場
合
に
於
て
の
み
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
云
へ
る
。

4
『開口申同
V

同
門
町
叩
『
句
同
-
田
・

0
・
ω-HH日・

(

却

)

冨

aFEv--N山
HPGユロ同事

ω・
8
・

- 58-



、

Y

〆

い

ι

!

J

F

官

、

d~ 

(

幻

)

原
文
で
は
河
内
w
n
Z
で
あ
る
。

mAwnvgRV冊
目
ロ
に
於
け
る
賓
在
た
る

m
R伊
丹
に
は
権
利
の
み
な
ら
ず
、
ワ
ェ
ル
ス
バ
ッ
ヒ
ア
の
云
ふ
法
律

関
係
そ
の
他
法
的
に
意
義
あ
る
形
象
を
構
成
す
る
外
部
的
事
賓
が
あ
る
。
更
に
財
産
機
の
み
な
ら
ず
家
族
法
上
の
檎
利
ぞ
含
む
と
す
る
ネ
ェ
ン
デ

結
局
私
法
的
賓
健
法
的
権
利
に
闘
す
る
種
々
な
法
的
投
態
1
1
1
例
へ
ば
死
亡
・
婚
姻
・
嫡
出
等

ュ
ル
ッ
プ
に
於
け
る
権
利
の
個
々
の
要
素
は
、

|
|
と
解
さ
れ
る
の
で
、
乙
〉
に
云
ふ
月
間
口
交
の
概
念
は
権
利
及
び
前
述
の
よ
う
な
法
的
投
態
を
も
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
。

" 22 
¥J  

レ『即口。
σ
r
4
4己目白口史
w
ユ何回附凹吋ロロぬ・

ω-UNiωω
・

(

お

)

田
島
前
掲
五
一
b

二
頁
。

(
刷
出
)

岡
川
前
掲
八
頁
引
用
。

ハ
お
)

吋ム同町ロ仏門戸
MMr

田町同ユ片岡噌

ω・
由
民
・
〉
ロ
ヨ
-
N
U
6
2
8
5
9
河町

n
Z
R
V
m
Lロ
曲
活
町
W
ロ
ロ
ぬ
巾
同
岡
山
口
回
〉
}
丘
巾
口
同
町
n
z・
ω・
定
。
〉
回
目
-
M
寸
叶
・
喜

多
前
掲
構
成
一
一
頁
註
四
に
撮
る
。

鳩
山
博
士
は
動
的
安
全
保
護
の
一
要
件
と
し
て
、
客
観
的
事
貨
に
善
意
は
根
擦
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
、
法
が
善
意
の
根
竣
た
る
客
観
的
事

賓
を
規
定
す
る
は
、
一
般
応
取
訓
闘
係
に
於
て
確
賓
と
認
め
ら
る
べ
き
理
由
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
鳩
山
前
掲
論
文
集
三

O
五
百

H
Y

(

お

〉

納
富
博
士
は
、
従
来
レ
ヒ
シ
ツ
ャ
イ
ン
が
恰
も
客
観
的
寄
在
を
有
す
る
も
の
の
如
く
に
主
張
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
喰
善
意
者
の

内
心
的
主
観
的
吠
態
と
の
一
一
関
係
に
於
て
の
み
考
へ
得
る
が
故
に
、
そ
れ
は
唯
善
意
者
の
内
心
的
主
観
的
欣
態
に
於
て
の
み
生
成
す
る
も
の
と
云
は

叉
マ
イ
ア
は
レ
ギ
テ
イ
マ
チ
オ
ン
と
い
う
意
味
で
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
ぞ
理
解
し
て
、
草
背

ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
〈
納
富
前
掲
三
四
三
頁
以
下
)
。

意
保
護
に
闘
し
、
レ
ギ
テ

4
7
チ
オ
ン
は
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
及
び
そ
れ
と
共
に
賓
質
的
権
利
を
護
生
せ
し
め
る
ζ

と
に
協
力
す
る
と
い
ふ
範
囲
聞
に

於
て
の
み
法
律
上
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
善
意
の
第
三
者
そ
の
人
に
つ
い
て
だ
け
云
へ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
(
富
呂
、
町
一
F
M
M
C
V
忠
弘

S
G江
口
i

N日
H
V
ω
・
由
明
)
。
併
し
、
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
が
善
意
と
の
闘
係
で
の
み
考
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
は
受
賞
で
な
〈
、
少
く
と
も
、
そ
の
表
現
は
遁
切
を

依
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
査
し
ぺ
保
護
さ
る
べ
き
善
意
と
善
意
を
正
静
固
化
す
る
客
観
的
基
礎
と
の
闘
に
は
主
観
と
客
観
の
合
致
が
あ
る
と
理
解
せ

ら
が
る
が
ゆ
え
民
、
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
シ
法
理
に
お
い
て
は
信
組
四
十
位
あ
る
外
観
の
客
観
的
容
在
を
も
」
同
時
に
重
顧
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
み
る
J

点

前

)

之

を

ア

ワ

ー

よ

さ

雲

ハ

宗

広

告

昼

食

・

3
9
ω
-
g
v



じ
い
ヒ
ツ
レ
・

?
q
ン
，
法
理
m
k
に
於
け
じ
る
善
意
ぬ
つ
い

τh
臨
場
一
説
氏
、

- 6f) .....-. 

み
み
と
弓
朴
V-で
み
る
が
、
善
意
伏
不
知
で
足
-
る
と
す

る
い
設
も
あ
る
(
回
島
前
掲
五
九
一
百
以
下
)
。
更
に
は
、
「
相
手
方
が
ぴ
。
回
目
虫
色
骨
で
そ
れ
に
基
き
榛
利
を
取
得
し
た
と
笠
宮

-vg
し
得
べ
き
こ

論，

と
」
と
す
る
説
《
毘
V
F
同・目・。・

ω・
8H)
も
あ
っ
て
、
善
意
の
内
容
は
ー
必
ず
し
も
明
か
で
な
い
。

何
れ
の
設
に
よ
る
も
、
信
頼
と
懇
意
の
聞
に

疑
惑
が
残
存
し
x

兵
種
的
な
場
合
に
お
い
て
権
利
の
所
在
に
疑
を
も
っ
時
は
問
題
で
あ
る
。
漠
然
た
る
叉
は
想
像
上
の
疑
惑
は
保
護
さ
れ
る
が
、

合
理
的
疑
惑
、
期
ち
、
根
拠
あ
る
理
由
を
与
へ
得
る
や
う
な
疑
惑
を
も
っ
た
時
は
悪
意
で
あ
る
と
考
へ
る
。

(
却
〉

h
-
M

マ
ン
、
・

7
イ
レ
ご
フ
ァ
は
「
信
頼
の
法
理
論

!
l信
頼
保
護
に
闘
す
る
私
法
的
研
究
」
(
恩
師
同
宮
町
車
各

3
4
3
〈

2
可

E
g
-
-

早
F
4白
神
円
四
円
察
官
口
同
凶
作
口
昆
宵
85vz民
国
間
開
口
密
X
W
H
S
叩叫

ωnvg同N
品
。
帥
〈
叩
ユ

E
口
開
口
凹
玖
同
由
印
。
)
に
於
て
、
日
常
語
と
し
て
の
信
頼
の
語
義
を
設

き
、
そ
こ
で
)
‘

d
g
g
J
dロ
〈
申
立
告
伸
ロ
J

R
回目白押
H

白ロ
4
町
円
昨
日
固
め
ロ
ョ
等
の
動
詞
に
共
遜
す
る
の
は
信
頼
す
る
者
の
感
情
表
現
と
立
場
と
を
特

徴

d
け
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
、
£
曲
師
〈
叩
ユ

Egg--
と
い
ふ
名
詞
は
動
詞
の
特
徴
と
同
時
に
客
観
化
の
傾
向
を
も
っ
て
相
手
方
に
向
収
ら
れ
て
ゐ

♂
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
卸
ち
、
信
頼
す
る
〆
者
が
信
頼
に
慮
へ
る
ζ
と
を
期
待
す
る
と
い
ふ
こ
と
、
信
頼
者
は
信
頼
さ
れ
る
相
手
方
の
誠
意
に
一
訴

へ
て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
信
頼
を
本
文
の
や
う
に
特
色
づ
け
る
と
、
之
は
-
相
手
方
が
信
頼
に
膝
へ
て
く
れ
る
こ
と
〈
〈
叩
淳
司

2
2帥
g
g胃
?

豊
島
)
ぞ
目
白
と
す
る
鮎
で
誠
賓
の
概
念
と
結
合
し
、

E
E
と
同
様
な
意
味
を
有
す
る
。
信
頼
受
領
者
は
信
頼
者
の
期
待
に
膝
へ
る
こ
と
に

よ
り
信
騒
を
正
賞
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
信
頼
の
表
明
は
双
方
性
(
の
晶

g
8
E
m
E目
。
を
喚
起
す
る
こ
、
と
と
な
り
、
「
信
頼
は
信
頼
を
喚

起
す
る
」
(
〈
即
時

g
g
g
m円看開
n
Z
〈
叩
ユ

E
口
開
口
)
の
原
則
は
こ
の
双
方
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
ζ

と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
(
白
・
白
・
。
・

ω-H
民)。

ハ
加
〉

ハ
氾
〉

HwwvZ3
同・曲・。・

ω
L印
民
・

信
頼
概
念
の
法
的
意
義
・
に
つ
き
原
理
的
に
問
題
を
定
立
し
て
、
そ
れ
を
解
明
し
ゃ
う
と
す
る
こ
と
は
、

信
績
の
法
技
術
的
考
察
の
外
に
出
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
る
が
ハ
明
日

n
v
u
p
目・田・

0
・
〈
日
唱
。
ユ
〈
可
従
来
徐
り
に
も
軽
頑
さ
れ
て
ゐ
た
法
秩
序

の
倫
理
的
な
基
礎
概
念
特
に
信
義
誠
賓
が
信
頼
保
護
の
思
想
を
前
提
と
す
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
(
ロ

R
8
5
0・

ア
イ
ヒ
ラ
ア
も
指
摘
す
る
や
う
に
、

。
げ
O
E
l

E
V、
従
来
の
レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
積
極
的
批
剣
乃
至
修
正
と
し
て
の
意
義
は
な
い
に
し
て
も
、
と
の
法
理
の
理
論
的
形
成
に
示
唆
す
る
こ

と
が
少
く
な
い
。



， '、 句民

も4令、

主
法
律
生
活
に
於
て
外
観
が
賓
在
と
異
る
と
き
外
観
を
優
越
さ
せ
る
こ
白
と
の
根
接
は
)
般
に
取
引
の
安
全
一
に
求
め
ち
れ
る
が
1

具

種
的
に
多
く
問
題
が
あ
り
、
取
引
の
安
全
が
犠
牲
な
く
し
て
行
は
れ
難
い
こ
と
即
ち
静
的
安
全
乃
至
異
の
樺
利
者
が
脅
威
に
爆
さ
れ
る

(
沼
)

こ
と
に
封
す
る
非
難
が
生
れ
る
。
外
観
優
越
の
諸
規
定
を
基
礎
づ
け
る
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
法
理
に
現
れ
る
信
頼
保
護
の
思
起
に
翠
に
取

引
安
全
の
要
求
し
か
含
ま
れ
。
て
ゐ
な
い
と
す
れ
ば
1

ζ

の
法
理
も
亦
こ
の
批
ー
刊
を
菟
れ
得
な
い
。
併
し
乍
ら
、
今
日
所
有
者
の
取
引
の

相
手
方
と
し
て
t

登
場
す
る
者
が
明
日
は
所
有
者
と
な
ら
う
と
期
待
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
静
的
安
全
の
あ
る
程
度
ま
で
の
保
障
あ

っ
て
始
め
て
動
的
安
全
は
そ
の
要
求
を
充
た
し
得
る
。
従
っ
て
、
取
引
の
安
全
が
静
的
安
全
の
基
礎
を
危
ふ
く
し
な
い
程
度
の
犠
牲
し

レ
ヒ
押
ノ
シ
ャ
イ
ン
法
理
は

レヒヅシャインt管理について

か
そ
れ
に
要
求
し
な
い
も
の
と
し
て
賓
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
非
難
に
陸
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
か
く
て
、

静
的
安
全
の
要
求
を
調
和
さ
せ
乍
ら
、
取
引
安
全
を
基
調
と
す
る
も
の
な
る
を
要
す
る
。
こ
の
法
理
の
醒
系
化
に
封
し
て
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ

ン
論
者
以
外
か
ら
な
さ
れ
た
批
判
は
、
こ
の
法
理
が
外
観
優
越
の
主
張
を
正
嘗
化
す
る
決
定
的
契
機
へ
の
考
慮
を
倣
い
て
ゐ
る
こ
と
に

向
け
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
併
し
、
レ
ヒ
ヲ
シ
ャ
イ
ン
論
者
の
聞
に
於
て
も
、
慶
狭
ニ
義
の
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
概
念
の
封
立
と
い

ふ
形
で
、
こ
の
契
機
が
問
題
、
と
さ
れ
た
と
解
し
得
る
。
こ
の
概
念
を
極
力
限
定
的
意
義
に
用
ひ
ゃ
う
と
す
る
立
場
は
、
初
期
の
レ
ヒ
ヲ

シ
ャ
イ
ン
論
者
の
普
遍
的
傾
向
へ
の
反
動
で
あ
り
、
叉
従
来
の
取
引
の
安
全
保
護
に
封
す
る
静
的
安
全
の
強
調
乃
至
南
安
全
の
調
和
の

主
躍
で
あ
る
と
見
な
し
得
る
。
か
や
う
に
こ
の
法
理
を
正
賞
化
す
る
契
機
に
つ
い
て
は
、
様
々
の
考
察
と
反
論
が
な
さ
れ
て
き
て
ゐ
る

が
、
私
は
そ
の
決
定
的
契
機
は
結
局
の
と
こ
ろ
人
間
相
互
の
「
信
頼
関
係
し
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
ο

人
間
相
互
の
「
信
頼
関
係
L

こ

そ
は
取
引
の
安
を
と
静
的
安
全
の
調
和
の
契
機
と
云
へ
る
の
で
は
な
い
か
。

思
ふ
に
、
等
し
く
外
観
に
優
越
を
興
へ
乍
ら
も
、
グ
ヴ
ェ
レ
と
レ
ヒ
N
Y

シ
ャ
イ
ン
が
そ
の
動
機
づ
け
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
ヂ
ヴ
ェ

レ
の
理
論
に
よ
り
歴
史
的
側
面
か
ら
レ
ヒ

γ
シ
ャ
イ
ン
法
理
を
正
首
化
し
ゃ
う
と
す
る
態
度
の
安
首
で
な
い
こ
と
を
指
摘
ち
す
る
根
接
之

な
る
1

然
ら
ば
九
動
的
安
全
と
静
的
安
全
の
調
和
の
安
首
な
こ
と
即
ち
、
こ
の
法
理
の
正
信
託
の
根
接
は
何
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
か
。

‘¥ 
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論

静
的
一
及
び
動
的
安
全
の
調
和
を
求
め
て
、
特
殊
の
利
盆
地
位
が
表
示
の
固
執
を
正
賞
化
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
危
険
を
蹄
せ
ら
れ
る
利

益
地
位
を
決
定
す
る
契
機
こ
そ
却
て
探
究
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
マ
イ
ア
の
掲
げ
る
相
謝
的
正
義
も
過
失
と
原
因
を
輿
へ
た
こ
と

(

剖

叫

)

と
を
封
等
の
地
位
に
置
い
て
蹄
責
の
根
操
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
向
一
歩
進
ん
で
原
因
を
輿
へ
た
者
に
障
責
さ
れ
る
の
は
何
故
に
正
首
な

- 62ー

の
か
の
貼
に
つ
い
て
は
吟
味
さ
れ
て
な
い
。
ネ
ェ
ン
デ
ー
ル
ッ
プ
の
合
目
的
性
叉
は
衡
平
の
理
由
も
、
流
通
性
又
は
信
褒
性
強
化
と
い

ふ
観
貼
か
ら
信
頼
保
護
の
決
定
的
根
捷
と
し
て
の
法
の
理
念
を
顕
は
に
し
ゃ
う
と
し
た
も
の
の
や
う
で
あ
っ
一
宮
興
因
に
基
く
蹄
責
の

正
首
化
の
決
定
的
根
践
と
な
し
得
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

-
レ
ヒ
吋
/
シ
ャ
イ
ン
法
理
が
基
調
と
す
る
取
引
安
全
の
思
租
は
、

に
加
味
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
と
云
は
れ
、
叉
事
買
ウ
ェ
ル
ス
パ

γ
ヒ
ア
が
善
意
論
を
歓
い
て
ゐ
た
慮
分
構
限
説
の
修
正
に

乗
出
し
た
こ
と
に
端
を
護
し
て
レ
ヒ
ヲ
シ
ヤ
イ
ン
法
理
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
ロ

1
マ
法
的
善
意
を
ド
イ

γ
法
的
に
表
現
す
れ
ば

信
義
誠
買
で
あ
り
、
人
間
相
互
の
信
頼
闘
係
を
基
底
に
も
つ
普
遍
的
原
別
で
あ
る
。
外
観
の
信
頼
者
が
保
護
さ
れ
、
外
観
へ
の
興
因
者

ロ
ー
マ
法
の
主
観
的
善
意
論
が
ハ
ン
ド
・
ザ
ア
レ
・
ハ
ン
ド
の
原
則

ー
が
責
任
を
負
は
さ
れ
る
の
も
、
法
律
生
活
が
人
間
相
互
の
信
頼
闘
係
に
基
く
が
故
に
で
あ
る
。

円

g
m
U件
2
0
)

と
い
ふ
自
明
の
意
味
と
は
別
の
意
味
で
論
ぜ
ら
れ
る
。
部
ち
、
契
約
闘
係
に
於
け
る
人
的
要
素
が
強
調
さ
れ
、

(お〉

よ
っ
て
特
殊
な
信
頼
関
係
即
ち
、
濁
特
な
法
律
数
果
を
輿
へ
ら
れ
た
人
的
信
頼
関
係
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
信
頼
関
係
を
基
調
と
す
る

一
般
に
信
頼
闘
係
は
契
約
信
義
ハ
〈
日
l

」
れ
に

信
義
則
に
は
、
そ
の
普
遍
安
首
牲
に
よ
る
一
般
化
拍
象
化
の
危
険
が
一
伴
ふ
。
併
し
、
信
義
則
の
農
の
意
味
は
、
そ
の
時
々
問
題
と
な
っ

て
ゐ
る
態
容
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
る
。
信
義
誠
買
よ
り
も
上
層
に
、

よ
り
抽
象
的
観
念
で
良
俗
の
法
的
内
容
が
展
開
し
、
そ
の
取
扱

ふ
諸
現
象
を
同
義
的
に
取
扱
は
ふ
と
す
る
の
は
寧
ろ
逃
避
と
考
A

べ
ら
れ
る
。
す
べ
か
ら
く
個
々
の
現
象
の
特
殊
的
な
法
的
意
味
を
先
ず

探
究
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
t

ふ
る
方
向
に
一
歩
を
進
め
る
な
ら
、
信
義
則
は
日
常
生
活
の
用
語
と
し
て
の
本
来
的
意
義
に
結
び
つ
く
。

卸
ち
、
何
か
を
委
託
さ
れ
る
者
の
誠
買
と
委
託
者
た
る
他
万
の
信
用
と
の
中
に
信
頼
要
素
が
現
れ
る
σ

換
言
す
れ
ば
、

一
方
の
信
頼
に



て、
'u つ

4

己
r

p

理法ンイ・ヤ

メ

シ
ヅ

J 

、.
¥ 

、n
，，

他
方
の
誠
賓
が
封
臆
す
る
と
云
へ
る
。
か
く
て
、
誠
賓
へ
の
信
頼
は
具
樫
的
原
理
と
し
て
評
債
さ
る
べ
き
で
あ

M
h
信
頼
闘
係
に
於
て

信
頼
表
明
の
程
度
は
嘗
該
生
活
関
係
の
性
質
に
基
き
示
さ
れ
る
こ
と
は
之
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
。
取
引
安
全
の
観
念
性
へ
の
非
難

も
、
か
く
て
克
服
さ
れ
得
る
で
あ
ら
日
山
か
の
善
意
論
は
信
頼
関
係
を
法
的
に
技
術
佑
せ
る
も
の
で
、
レ
ヒ
吋
ノ
シ
ャ
イ
シ
は
更
に
高
度

に
技
術
化
せ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ン
ド
・
ワ
ア
レ
・
ハ
ン
ド
の
原
則
か
ら
レ
ヒ
押
ノ
シ
ャ
イ
ン
法
理
へ
と
、
時
代
の
饗
化

に
件
ひ
取
引
安
全
の
指
導
原
理
は
艶
容
し
て
き
で
ゐ
る
が
、
そ
の
底
を
流
れ
る
不
費
の
も
の
は
信
頼
闘
係
で
あ
る
と
云
へ
る
。
こ
れ
が

動
的
安
全
と
静
的
安
全
と
の
調
和
の
契
機
で
も
あ
り
、

レ
ヒ
ヲ
シ
マ
イ
ン
法
理
を
正
嘗
な
も
の
た
ら
し
め
る
決
定
的
根
様
で
あ
る
と
考

へ
る
。

(

担

)

kr
冨
g
m
R
ロ
8

5門
間
四
門
戸
山

n
v
g
m
R宮

Z
E
σ
2
X
N
-
a
g
〈
。

-
E
E
8
8
p
ω
k
p
z
p
ω
・
巳
串
ほ

u

d
『
四

-
Z
M
M
R
Z
P
目・白・。・

何
日
ロ

-o日
同
一
出
口
開
問
内
・

(

お

〉

四
八
頁
註
(
2
〉
参
照
。

(
川
品
)

冨
4
2・
同

VZVEN伊
丹
副
官
官

E
N
F
V
ω
-
g
t
g・

(

お

)

喜
多
前
掲
構
成
七
九
頁
に
援
る
。

(

お

)

田
島
前
掲
一
九
一
一
良
以
下
、
二
四
O
頁
、
二
五
四
頁
以
下
、
二
八
八
頁
円
以
下
。
納
宮
前
掲
二
七
八
頁
l
二
八
}
頁
。

喜
多
前
掲
構
成
七
O
頁

以
下
。

(
日
出
)

レ
ヒ
ツ
シ
ャ
イ
ン
法
理
の
正
賞
化
の
決
定
的
契
機
の
探
究
が
善
意
論
の
角
度
か
ら
従
来
な
さ
れ
て
沿
か
っ
た
こ
と
吾
指
摘
さ
れ
た
の
は
喜
多

助
教
授
で
あ
る
(
喜
多
前
掲
課
題
七
一
頁
)
。

(
叩
品
〉

岡
山
口

E
o
p
由・匝・。・

ω.申
.

〈
叩
出
〉

-:-63 -

ア
イ
ヒ
ラ
7

め
は
信
頼
関
係
と
い
ふ
観
念
の
法
的
支
鮎
と
さ
れ
る
信
義
誠
賓
を
内
容
と
す
る
一
般
傍
項
特
に
B
G
B
一
五
七
篠
・
ご
一
四
僚
を
一

そ
の
他
に
こ
れ
に
類
似
mv
道
徳
的
基
本
要
家
に
よ
る
告
の
と
、
信
義
則
が
定
立
さ
れ
る
法
的



論

〆 ， 

パ
究
な
祉
合
間
約
溜
組
一
ノ
ヵ
高
め
と
の
一
一
つ
に
要
約
す
る
。
前
者
、
の
完
解
が
多
か
れ
少
な
か
れ
善
良
の
風
俗
と
い
ふ
概
念
に
領
事
、
後
者
の

見
解
は
公
平
正
義
叉
は
利
盆
較
量
を
目
指
す
が
、
爾
者
共
夫
々
中
心
貼
と
す
る
所
の
も
の
は
信
義
裁
賓
の
内
容
を
具
健
化
し
得
な
い
割
程
普
遍
安
首

的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
出
後
黙
は
兎
も
角
、
ど
こ
で
も
同
じ
で
、
唯
こ
旨
に
も
一
般
化
の
危
険
が
つ
き
ま
と
ふ
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
(
巴
l

- 64ー

nER--
国
-
白
・
。
・

ω・
H
A肝
ロ
・
回
目
)
・

(

却

)

鳩
山
博
士
は
、
静
的
及
び
動
的
爾
安
全
の
調
節
に
つ
き
、
各
個
の
具
程
的
場
合
に
つ
い
て
各
個
の
具
躍
的
世
舎
に
つ
い
て
決
定
す
ぺ
き
こ
と

を
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
(
鳩
山
前
掲
論
文
集
二
九
五
頁
)
。

一〉
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